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(57)【要約】
ここで開示された観点はアクティブ通信モードを用いて
ＮＦＣを可能にするデバイス間にピア通信を提供するこ
とに関する。一例において、通信デバイスは、オペレー
ティングボリュームの範囲内に遠隔ＮＦＣデバイスフィ
ールドを検出し、アクティブ通信モードを用いる遠隔Ｎ
ＦＣデバイスとのピア通信リンクを確立し、ピア通信リ
ンクは切断されるべきであると決定し、遠隔ＮＦＣデバ
イスがピア通信リンクを保持している間切断されていた
ことを遠隔ＮＦＣデバイスに示す切断リクエストメッセ
ージを遠隔ＮＦＣデバイスに送信するために装備される
。別の例において、通信デバイスは、アクティブ通信モ
ード衝突回避プロシージャの一部として、オペレーティ
ングボリュームを感知し、感知されるフィールドがない
と決定し、オペレーティングフィールドをオン状態に切
り替える一部として、変調されないキャリアを起動し、
および衝突回避の閾値の期間中、変調されないキャリア
を保持するために装備される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信の方法であって、前記方法は、
　　アクティブ通信モード衝突回避プロシージャの一部として、遠隔近接場通信（ＮＦＣ
）デバイスによって生成されたフィールドの存在に関するオペレーティングボリュームを
感知することと、
　　ＮＦＣデバイスの前記オペレーティングボリュームの範囲内で感知されるフィールド
がないと決定することと、
　　前記ＮＦＣデバイスに関するオペレーティングフィールドをオン状態に切り替える一
環として、変調されないキャリアを起動することと、
　　衝突回避の閾値の時間の期間中、前記変調されないキャリアを保持すること、
　を備える。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記方法は、
　　前記衝突回避の閾値の時間の期間が経過したという決定に基づいて、前記アクティブ
通信モード衝突回避プロシージャを終了すること、をさらに備える。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記衝突回避の閾値は、前記変調されないキャリアの
スイッチをオンすることとコマンドの送信を開始することとの間の期間である、
　前記方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記衝突回避の閾値は、拡張されたＮＦＣデジタルプ
ロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ無線周波数保護時間（ＴＡＲＦＧ）であ
る、
　前記方法。
【請求項５】
　無線通信の方法であって、前記方法は、
　　ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュームの範囲内に、遠隔近接場通信（ＮＦＣ
）デバイスによって生成されたフィールドを検出することと、
　　アクティブ通信モードを用いて、前記遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクを確立
することと、
　　前記遠隔ＮＦＣデバイスとの前記ピア通信リンクが切断されるべきであると決定する
ことと、
　　遠隔ＮＦＣデバイスが前記ピア通信リンクを保持している間切断されていたことを示
す切断リクエストメッセージを前記遠隔ＮＦＣデバイスに送信すること、
　を備える。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、前記方法は、
　　前記遠隔ＮＦＣデバイスとの前記ピア通信リンクは、再開されるべきであると決定す
ることと、
　　前記ピア通信リンクを再開するために、ウェイクアップリクエストメッセージを前記
遠隔ＮＦＣデバイスに送信すること、
　をさらに備える。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、前記ＮＦＣデバイスおよび前記遠隔ＮＦＣデバイスは
、ＮＦＣタイプのＦ　ＲＦ技術を用いるように構成され、ここにおいて、前記遠隔ＮＦＣ
デバイスとの前記ピア通信リンクは再開されるべきであると決定することは、
　　前記ピア通信リンクを介してメッセージを送信する前に、衝突解消を実行すること、
　をさらに備える。
【請求項８】



(3) JP 2015-511454 A 2015.4.16

10

20

30

40

50

　請求項７に記載の方法であって、前記衝突解消は、最初の衝突解消プロシージャおよび
次の衝突解消プロシージャのうちの少なくとも１つを含む、
　前記方法。
【請求項９】
　請求項５に記載の方法であって、前記遠隔ＮＦＣデバイスと前記ピア通信リンクを確立
することは、
　　無線周波数（ＲＦ）フィールドをオフすることおよび第１の時間の期間待つことと、
　　前記ＲＦフィールドをオンすることおよび第２の時間の期間待つことと、
　　最初のＲＦ衝突回避プロセスを実行することと、
　をさらに備える。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、前記第１の時間の期間は、拡張されたＮＦＣデジタル
プロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ通信モジュールＲＦオフタイム（ＴＡ
ＣＭ，ＲＦｏｆｆ）であり、および前記第２の時間の期間は、前記拡張されたＮＦＣデジ
タルプロトコル仕様の一環として定義されたアクティブ通信モジュールＲＦオンタイム（
ＴＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）である、
　前記方法。
【請求項１１】
　請求項５に記載の方法であって、前記アクティブ通信モードは、前記ＮＦＣデバイスと
前記遠隔ＮＦＣデバイスに、前記ピア通信リンクを保持することと関連する１つまたは複
数の電力消費の負担のバランスをとることを許可する、
　前記方法。
【請求項１２】
　請求項５に記載の方法であって、前記負担のうちの１つは、前記ピア通信リンクの一部
としてＲＦキャリアを変調するための負担を含む、
　前記方法。
【請求項１３】
　通信の方法であって、前記方法は、
　　ＮＦＣデバイスとの通信リンク毎のアクティブ通信モードを確立した遠隔近接場通信
（ＮＦＣ）デバイスから切断リクエストメッセージを受信することと、
　　ピア通信リンクを保持する間、前記ピア通信リンクをスリープ状態に変更すること、
ここにおいて、前記スリープ状態は、前記ＮＦＣデバイスと前記 遠隔ＮＦＣデバイスの
間の通信を禁止する、と、
　を備える。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、前記方法は、
　　前記遠隔ＮＦＣデバイスから第１のウェイクアップリクエストメッセージを受信する
ことと、前記ピア通信リンクをアウェイク状態に変更すること、
　をさらに備える。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、前記方法は、
　　ウェイクアップ応答を前記遠隔ＮＦＣデバイスに送信すること、
　をさらに備える。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の方法であって、前記方法は、
　　前記第１のウェイクアップリクエストメッセージの受信後に受信されたどんなウェイ
クアップリクエストメッセージをも無視すること、
　をさらに備える。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の方法であって、前記方法は、
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　　前記スリープ状態にある間、前記遠隔ＮＦＣデバイスから、１つまた複数のメッセー
ジを受信することと、
　　前記受信された１つまた複数のメッセージのどれもがウェイクアップメッセージでは
ないと決定することと、
　　前記ＮＦＣデバイスが、前記１つまた複数の受信されたメッセージのうちのいずれか
を処理することを禁止すること、
　をさらに備える。
【請求項１８】
　請求項１３に記載の方法であって、前記アクティブ通信モードは、前記ＮＦＣデバイス
と前記遠隔ＮＦＣデバイスに、前記ピア通信リンクを保持することと関連する１つまた複
数の電力消費の負担のバランスをとることを許可する、
　前記方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法であって、前記負担のうちの１つは、前記ピア通信リンクの一
部としてＲＦキャリアを変調するための負担を含む、
　前記方法。
【請求項２０】
　コンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュータ・プログラム・プ
ロダクトは、
　　アクティブ通信モード衝突回避プロシージャの一部として、遠隔近接場通信（ＮＦＣ
）デバイスによって生成されたフィールドの存在に関するオペレーティングボリュームを
感知することと、
　　ＮＦＣデバイスの前記オペレーティングボリュームの範囲内で感知されるフィールド
がないと決定することと、
　　前記ＮＦＣデバイスに関するオペレーティングフィールドをオン状態に切り替える一
部として、変調されないキャリアを起動することと、
　　衝突回避の閾値の時間の期間中、前記変調されないキャリアを保持することと、
　のためのコードを備えるコンピュータ可読媒体、を備える。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　　前記衝突回避の閾値の時間の期間が経過したという決定に基づいて、前記アクティブ
通信モード衝突回避プロシージャを終了すること、
　のためのコードをさらに備える。
【請求項２２】
　請求項２０に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記衝突回避の
閾値は、前記変調されないキャリアのスイッチをオンすることとコマンドの送信を開始す
ることとの間の期間である、
　前記コンピュータ・プログラム・プロダクト。
【請求項２３】
　請求項２０に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記衝突回避の
閾値は、拡張されたＮＦＣデジタルプロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ無
線周波数保護時間（ＴＡＲＦＧ）である、
　前記コンピュータ・プログラム・プロダクト。
【請求項２４】
　コンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュータ・プログラム・プ
ロダクトは、
　　ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュームの範囲内に、遠隔近接場通信（ＮＦＣ
）デバイスによって生成されたフィールドを検出することと、
　　アクティブ通信モードを用いて、前記遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクを確立
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することと、
　　前記遠隔ＮＦＣデバイスとの前記ピア通信リンクが切断されるべきであると決定する
ことと、
　　遠隔ＮＦＣデバイスが前記ピア通信リンクを保持している間切断されていたことを前
記遠隔ＮＦＣデバイスに示す切断リクエストメッセージを前記遠隔ＮＦＣデバイスに送信
することと、
　のためのコードを備えるコンピュータ可読媒体を備える。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　　前記遠隔ＮＦＣデバイスとの前記ピア通信リンクは、再開されるべきであると決定す
ることと、
　　前記ピア通信リンクを再開するために、ウェイクアップリクエストメッセージを前記
遠隔ＮＦＣデバイスに送信することと、
　のためのコードをさらに備える。
【請求項２６】
　請求項２５に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＮＦＣデバ
イスおよび前記遠隔ＮＦＣデバイスは、ＮＦＣタイプのＦ　ＲＦ技術を用いるように構成
され、ここにおいて、前記コンピュータ可読媒体は、
　　前記ピア通信リンクを介してメッセージを送信する前に、衝突解消を実行すること、
　のためのコードをさらに備える。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記衝突解消は
、最初の衝突解消プロシージャおよび次の衝突解消プロシージャのうちの少なくとも１つ
を含む、
　前記コンピュータ・プログラム・プロダクト。
【請求項２８】
　請求項２４に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　　無線周波数（ＲＦ）フィールドをオフすること、および第１の時間の期間待つことと
、
　　前記ＲＦフィールドをオンすること、および第２の時間の期間待つことと、
　　最初のＲＦ衝突回避プロセスを実行することと、
　のためのコードをさらに備える。
【請求項２９】
　請求項２８に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記第１の時間
の期間は、拡張されたＮＦＣデジタルプロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ
通信モジュールＲＦオフタイム（ＴＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）であり、および前記第２の時間
の期間は、前記拡張されたＮＦＣデジタルプロトコル仕様の一部として定義されたアクテ
ィブ通信モジュールＲＦオンタイム（ＴＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）である、
　前記コンピュータ・プログラム・プロダクト。
【請求項３０】
　請求項２４に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記アクティブ
通信モードは、前記ＮＦＣデバイスと前記遠隔ＮＦＣデバイスに、前記ピア通信リンクを
保持することと関連する１つまたは複数の電力消費の負担のバランスをとることを許可す
る、
　前記コンピュータ・プログラム・プロダクト。
【請求項３１】
　請求項２４に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記負担のうち
の１つは、前記ピア通信リンクの一部としてＲＦキャリアを変調するための負担を含む、
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　前記コンピュータ・プログラム・プロダクト。
【請求項３２】
　コンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュータ・プログラム・プ
ロダクトは、
　　ＮＦＣデバイスとの通信リンク毎のアクティブ通信モードを確立した遠隔近接場通信
（ＮＦＣ）デバイスから切断リクエストメッセージを受信することと、
　　ピア通信リンクを保持する間、前記ピア通信リンクをスリープ状態に変更すること、
ここにおいて、前記スリープ状態は、前記ＮＦＣデバイスと前記遠隔ＮＦＣデバイスの間
の通信を禁止する、と、
　のためのコードを備えるコンピュータ可読媒体を備える。
【請求項３３】
　請求項３２に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　　前記遠隔ＮＦＣデバイスから第１のウェイクアップリクエストメッセージを受信する
こと、および前記ピア通信リンクをアウェイク状態に変更すること、
　のためのコードをさらに備える。
【請求項３４】
　請求項３３に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　　ウェイクアップ応答を前記遠隔ＮＦＣデバイスに送信すること、
　のためのコードをさらに備える。
【請求項３５】
　請求項３３に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　　前記第１のウェイクアップリクエストメッセージの受信後に受信されたどんなウェイ
クアップリクエストメッセージをも無視すること、
　のためのコードをさらに備える。
【請求項３６】
　請求項３２に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　　前記スリープ状態にある間、前記遠隔ＮＦＣデバイスから、１つまた複数のメッセー
ジを受信することと、
　　前記受信された１つまた複数のメッセージのどれもがウェイクアップメッセージでは
ないと決定することと、
　　前記ＮＦＣデバイスが、前記１つまた複数の受信されたどのメッセージを処理するこ
とをも禁止するすることと、
　のためのコードをさらに備える。
【請求項３７】
　請求項３２に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記アクティブ
通信モードは、前記ＮＦＣデバイスと前記遠隔ＮＦＣデバイスに、前記ピア通信リンクを
保持することと関連する１つまた複数の電力消費の負担のバランスをとることを許可する
、
　前記コンピュータ・プログラム・プロダクト。
【請求項３８】
　請求項３７に記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記負担のうち
の１つは、前記ピア通信リンクの一部としてＲＦキャリアを変調するための負担を含む、
　前記コンピュータ・プログラム・プロダクト。
【請求項３９】
　通信のための装置であって、前記装置は、
　　アクティブ通信モード衝突回避プロシージャの一部として、遠隔近接場通信（ＮＦＣ
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）デバイスによって生成されたフィールドの存在に関するオペレーティングボリュームを
感知するための手段と、
　　ＮＦＣデバイスの前記オペレーティングボリュームの範囲内で感知されるフィールド
がないと決定するための手段と、
　　前記ＮＦＣデバイスに関するオペレーティングフィールドをオン状態に切り替える一
部として、変調されないキャリアを起動するための手段と、
　　衝突回避の閾値の時間の期間中、前記変調されないキャリアを保持するための手段と
、
　を備える。
【請求項４０】
　請求項３９に記載の装置であって、前記装置は、
　　前記衝突回避の閾値の時間の期間が経過したという決定に基づいて、前記アクティブ
通信モード衝突回避プロシージャを終了するための手段、をさらに備える。
【請求項４１】
　請求項３９に記載の装置であって、前記衝突回避の時間の閾値は、前記変調されないキ
ャリアのスイッチをオンすることとコマンドの送信を開始することとの間の期間である、
　前記装置。
【請求項４２】
　請求項３９に記載の装置であって、前記衝突回避の閾値は、拡張されたＮＦＣデジタル
プロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ無線周波数保護時間（ＴＡＲＦＧ）で
ある、
　前記装置。
【請求項４３】
　通信のための装置であって、前記装置は、
　　ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュームの範囲内に、遠隔近接場通信（ＮＦＣ
）デバイスによって生成された フィールドを検出するための手段と、
　　アクティブ通信モードを用いて、前記遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクを確立
するための手段と、
　　前記遠隔ＮＦＣデバイスとの前記ピア通信リンクが切断されるべきであると決定する
ための手段と、
　　遠隔ＮＦＣデバイスが前記ピア通信リンクを保持している間切断されていたことを前
記遠隔ＮＦＣデバイスに示す切断リクエストメッセージを前記遠隔ＮＦＣデバイスに送信
するための手段と、
　を備える。
【請求項４４】
　請求項４３に記載の装置であって、
　　前記決定するための手段は、前記遠隔ＮＦＣデバイスとの前記ピア通信リンクは、再
開されるべきであると決定するようにさらに構成され、および
　　前記送信するための手段は、前記ピア通信リンクを再開するために、ウェイクアップ
リクエストメッセージを前記遠隔ＮＦＣデバイスに送信するようにさらに構成される、
　前記装置。
【請求項４５】
　請求項４４に記載の装置であって、前記ＮＦＣデバイスおよび前記遠隔ＮＦＣデバイス
は、ＮＦＣタイプのＦ　ＲＦ技術を用いるように構成され、ここにおいて、前記決定する
ための手段は、
　　前記ピア通信リンクを介してメッセージを送信する前に、衝突解消を実行するように
さらに構成される、
　前記装置。
【請求項４６】
　請求項４５に記載の装置であって、前記衝突解消は、最初の衝突解消プロシージャおよ
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び次の衝突解消プロシージャのうちの少なくとも１つを含む、
　前記装置。
【請求項４７】
　請求項４３の装置であって、前記遠隔ＮＦＣデバイスとの前記ピア通信リンクを確立す
るための前記手段は、
　　無線周波数（ＲＦ）フィールドをオフし、および第１の時間の期間待ち、
　　前記ＲＦフィールドをオンしおよび第２の時間の期間待し、
　　最初のＲＦ衝突回避プロセスを実行する、
　ようにさらに構成される、
　前記装置。
【請求項４８】
　請求項４７に記載の装置であって、前記第１の時間の期間は、拡張されたＮＦＣデジタ
ルプロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ通信モジュールＲＦオフタイム（Ｔ
ＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）であり、および前記第２の時間の期間は、前記拡張されたＮＦＣデ
ジタルプロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ通信モジュールＲＦオンタイム
（ＴＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）である、
　前記装置。
【請求項４９】
　請求項４３に記載の装置であって、前記アクティブ通信モードは、前記ＮＦＣデバイス
と前記遠隔ＮＦＣデバイスに、前記ピア通信リンクを保持することと関連する１つまたは
複数の電力消費の負担のバランスをとることを許可する、
　前記装置。
【請求項５０】
　請求項４３に記載の装置であって、前記負担のうちの１つは、前記ピア通信リンクの一
部としてＲＦキャリアを変調するための負担を含む、
　前記装置。
【請求項５１】
　通信のための装置であって、前記装置は、
　　ＮＦＣデバイスとの通信リンク毎のアクティブ通信モードを確立した遠隔近接場通信
（ＮＦＣ）デバイスから切断リクエストメッセージを受信するための手段と、
　　ピア通信リンクを保持する間、ピア通信リンクをスリープ状態に変更するための手段
、ここにおいて、前記スリープ状態は、前記ＮＦＣデバイスと前記遠隔ＮＦＣデバイスの
間の通信を禁止する、と、
　を備える。
【請求項５２】
　請求項５１に記載の装置であって、前記受信するための手段は、前記遠隔ＮＦＣデバイ
スから第１のウェイクアップリクエストメッセージを受信するようにさらに構成され、お
よび
　前記変更するための手段は、前記ピア通信リンクをアウェイク状態に変更するようにさ
らに構成される、
　前記装置。
【請求項５３】
　請求項５２に記載の装置であって、前記装置は、
　　ウェイクアップ応答を前記遠隔ＮＦＣデバイスに送信するための手段、
　をさらに備える。
【請求項５４】
　請求項５２に記載の装置であって、前記変更するための手段は、
　　前記第１のウェイクアップリクエストメッセージの受信後に受信されたどんなウェイ
クアップリクエストメッセージも無視する、
　ようにさらに構成される、
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　前記装置。
【請求項５５】
　請求項５１に記載の装置であって、
　前記変更するための手段は、前記スリープ状態にある間、前記遠隔ＮＦＣデバイスから
、１つまた複数のメッセージを受信するようにさらに構成される、および
　前記変更するための手段は、
　　前記受信された１つまた複数のメッセージのどれもがウェイクアップメッセージでは
ないと決定し、
　　前記ＮＦＣデバイスが、前記１つまた複数の受信されたどのメッセージを処理するこ
とも禁止する、
　ようにさらに構成される、
　前記装置。
【請求項５６】
　請求項５１に記載の装置であって、前記アクティブ通信モードは、前記ＮＦＣデバイス
と前記遠隔ＮＦＣデバイスに、前記ピア通信リンクを保持することと関連する１つまた複
数の電力消費の負担のバランスをとることを許可する、
　前記装置。
【請求項５７】
　請求項１８に記載の装置であって、前記負担のうちの１つは、前記ピア通信リンクの一
部としてＲＦキャリアを変調するための負担を含む、
　前記装置。
【請求項５８】
　ＮＦＣ通信のための装置であって、前記装置は、
　　トランシーバと、
　　メモリと、
　　前記メモリに結合されるプロセッサと、
　　アクティブ通信モードモジュール、
　を備え、
　　　前記アクティブ通信モードモジュールは、前記メモリまたは前記プロセッサのうち
の少なくとも１つに結合され、および、前記アクティブ通信モードモジュールは、
　　　　アクティブ通信モード衝突回避プロシージャの一部として、遠隔近接場通信（Ｎ
ＦＣ）デバイスによって生成されたフィールドの存在に関するオペレーティングボリュー
ムを感知し、
　　　　ＮＦＣデバイスの前記オペレーティングボリュームの範囲内で感知されるフィー
ルドがないと決定し、
　　　　前記ＮＦＣデバイスに関するオペレーティングフィールドをオン状態に切り替え
る一部として、変調されないキャリアを起動し、
　　　　衝突回避の閾値の時間の期間中、前記変調されないキャリアを保持する、
　ように構成される、前記装置。
【請求項５９】
　請求項５８に記載の装置であって、前記アクティブ通信モードモジュールは、
　　前記衝突回避の閾値の時間の期間が経過したという決定に基づいて、前記アクティブ
通信モード衝突回避プロシージャを終了するようにさらに構成される、
　前記装置。
【請求項６０】
　請求項５８に記載の装置であって、前記衝突回避の閾値は、前記変調されないキャリア
のスイッチをオンすることとコマンドの送信を開始することとの間の期間である、
　前記装置。
【請求項６１】
　請求項５８に記載の装置であって、前記衝突回避の閾値は、拡張されたＮＦＣデジタル
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プロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ無線周波数保護時間（ＴＡＲＦＧ）で
ある、
前記装置。
【請求項６２】
　ＮＦＣ通信のための装置であって、前記装置は、
　　トランシーバと、
　　メモリと、
　　前記メモリに結合されるプロセッサと、
　　アクティブ通信モードモジュール、
　を備え、
　　　前記アクティブ通信モードモジュールは、前記メモリまたは前記プロセッサのうち
の少なくとも１つに結合され、および、前記アクティブ通信モードモジュールは、
　　　　ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュームの範囲内に、遠隔近接場通信（Ｎ
ＦＣ）デバイスによって生成されたフィールドを検出し、
　　　　アクティブ通信モードを用いて、前記遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクを
確立し、
　　　　前記遠隔ＮＦＣデバイスとの前記ピア通信リンクが切断されるべきであると決定
する、
　　　するように構成され、および
　　　前記遠隔ＮＦＣデバイスが、前記ピア通信リンクを保持している間切断されていた
ことを前記遠隔ＮＦＣデバイスに示す切断リクエストメッセージを前記遠隔ＮＦＣデバイ
スに送信する、
　ように構成される、前記装置。
【請求項６３】
　請求項６２に記載の装置であって、前記アクティブ通信モードモジュールは、
　　前記遠隔ＮＦＣデバイスとの前記ピア通信リンクは、再開されるべきであると決定す
るようにさらに構成され、および
　　前記トランシーバは、前記ピア通信リンクを再開するために、ウェイクアップリクエ
ストメッセージを前記遠隔ＮＦＣデバイスに送信するようにさらに構成される、
　前記装置。
【請求項６４】
　請求項６３に記載の装置であって、前記ＮＦＣデバイスおよび前記遠隔ＮＦＣデバイス
は、ＮＦＣタイプのＦ　ＲＦ技術を用いるように構成され、ここにおいて、前記アクティ
ブ通信モードモジュールは、
　　前記ピア通信リンクを介してメッセージを送信する前に、衝突解消を実行する、
　ようにさらに構成される、
　前記装置。
【請求項６５】
　請求項６４に記載の装置であって、前記衝突解消は、最初の衝突解消プロシージャおよ
び次の衝突解消プロシージャのうちの少なくとも１つを含む、前記装置。
【請求項６６】
　請求項６２に記載の装置であって、前記アクティブ通信モードモジュールは、
　　無線周波数（ＲＦ）フィールドをオフし、および第１の時間の期間待ち、
　　前記ＲＦフィールドをオンしおよび第２の時間の期間待し、
　　最初のＲＦ衝突回避プロセスを実行する、
　ようにさらに構成される、
　前記装置。
【請求項６７】
　請求項６６に記載の装置であって、前記第１の時間の期間は、拡張されたＮＦＣデジタ
ルプロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ通信モジュールＲＦオフタイム（Ｔ
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ＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）であり、および前記第２の時間の期間は、前記拡張されたＮＦＣデ
ジタルプロトコル仕様の一部として定義されたアクティブ通信モジュールＲＦオンタイム
（ＴＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）である、
　前記装置。
【請求項６８】
　請求項６２に記載の装置であって、前記アクティブ通信モードは、前記ＮＦＣデバイス
と前記遠隔ＮＦＣデバイスに、前記ピア通信リンクを保持することと関連する１つまたは
複数の電力消費の負担のバランスをとることを許可する、
　前記装置。
【請求項６９】
　請求項６２に記載の装置であって、前記負担のうちの１つは、前記ピア通信リンクの一
部としてＲＦキャリアを変調するための負担を含む、前記装置。
【請求項７０】
　ＮＦＣ通信のための装置であって、前記装置は、
　　トランシーバと、
　　メモリと、
　　前記メモリに結合されるプロセッサと、
　　前記メモリまたは前記プロセッサのうちの少なくとも１つに結合されアクティブ通信
モードモジュール、
　を備え、
　　ここにおいて、前記トランシーバは、ＮＦＣデバイスとの通信リンク毎のアクティブ
通信モードを確立した遠隔近接場通信（ＮＦＣ）デバイスから切断リクエストメッセージ
を受信するように構成され、
　　ここにおいて、前記アクティブ通信モードモジュールは、前記ピア通信リンクを保持
する間、ピア通信リンクをスリープ状態に変更するように構成され、ここにおいて、前記
スリープ状態は、前記ＮＦＣデバイスと前記遠隔ＮＦＣデバイスの間の通信を禁止する、
　前記装置。
【請求項７１】
　請求項７０に記載の装置であって、前記トランシーバは、前記遠隔ＮＦＣデバイスから
第１のウェイクアップリクエストメッセージを受信するように構成され、および
　前記アクティブ通信モードモジュールは、前記ピア通信リンクをアウェイク状態に変更
するように構成される、
　前記装置。
【請求項７２】
　請求項７１に記載の装置であって、前記トランシーバは、ウェイクアップ応答を前記遠
隔ＮＦＣデバイスに送信するように構成される、前記装置。
【請求項７３】
　請求項７１に記載の装置であって、前記アクティブ通信モードモジュールは、
　　前記第１のウェイクアップリクエストメッセージの受け取り後に受信されたどんなウ
ェイクアップリクエストメッセージも無視する、　ように構成される、
　前記装置。
【請求項７４】
　請求項７０に記載の装置であって、前記トランシーバは、前記スリープ状態にある間、
前記遠隔ＮＦＣデバイスから、１つまた複数のメッセージを受信するように構成され、
　　ここにおいて、前記アクティブ通信モードモジュールは、
　　　前記受信された１つまた複数のメッセージのどれもがウェイクアップメッセージで
はないと決定し、および
　　　前記ＮＦＣデバイスが、前記１つまた複数の受信されたどのメッセージを処理する
ことをも禁止する、
　ように構成される、前記装置。
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【請求項７５】
　請求項７０に記載の装置であって、前記アクティブ通信モードは、前記ＮＦＣデバイス
と前記遠隔ＮＦＣデバイスに、前記ピア通信リンクを保持することと関連する１つまた複
数の電力消費の負担のバランスをとることを許可する、前記装置。
【請求項７６】
　請求項７５に記載の装置であって、前記負担のうちの１つは、前記ピア通信リンクの一
部としてＲＦキャリアを変調するための負担を含む、前記装置。
【発明の詳細な説明】
【米国特許法１１９条に基づく優先権主張】
【０００１】
　[0001]本願は、２０１２年２月６に出願された「アクティブ通信モードを用いるピア通
信のための方法および装置」と題される仮出願番号６１／５９５，４９６および２０１２
年７月９日に出願された「アクティブ通信モードを用いるピア通信を改良するための方法
および装置」と題される仮出願番号６１／６６９，３１０に対して優先権を主張し、およ
び両仮出願は、本願の譲受人に譲渡され、およびここで参照により本願によって明確に組
み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]開示された観点は一般的に、デバイス間および／またはデバイスの範囲内での通
信に関し、およびアクティブ通信モード使用を通じて、ピア通信を改良するための方法お
よびシステムに特に関する。
【０００３】
　[0003]技術の進歩は、より小型でより強力な個人向けコンピューティングデバイスをも
たらした。例えば、現在では、それぞれ小型、軽量、およびユーザによって容易に持ち運
び可能なポータブル無線電話、個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）、およびペイジングデ
バイスのような無線コンピューティングデバイスを含む種々のポータブル個人向けコンピ
ューティングデバイスが存在する。さらに具体的に、ポータブル無線電話は、例えば、無
線ネットワークを介して音声およびデータパケットをやり取りするセルラー電話をさらに
含む。こういったセルラー電話の多くのは、コンピュータの処理能力を比較的大きく増や
して製造されており、例えば、小型のパーソナルコンピュータおよびハンドヘルドＰＤＡ
のようなものである。さらに、こういったデバイスは、セルラー通信、無線ローカル領域
ネットワーク（ＷＬＡＮ）通信、近接場通信（near field communication）（ＮＦＣ）等
の種々の周波数および適用可能なカバレッジ領域を使用する通信を可能にするように製造
されている。
【０００４】
　[0004]ＮＦＣ可能なデバイスは、ポーリングモードおよび／またはリスニングモードで
動作し得る。ポーリングモードで動作する時に、デバイスは、遠隔デバイスにエネルギー
を供給可能なＲＦキャリアを生成する。ポーリングデバイスは、遠隔デバイスを用いて通
信を適切に開始するためにＲＦキャリアを変調し得る。リスニングモードで動作するとき
に、デバイスはいずれのＲＦキャリアも生成しないが、遠隔デバイスからキャリアにさら
される時に、デバイスはフィールドからエネルギーを取り入れ、通信を開始するために次
の変調を復号する。通信が確立されると、ピアデバイスは、各ポーリングまたはリスニン
グモードで固定されたままになる。こういった通信は、パッシブ通信と呼ばれる（例えば
ＩＳＯ１８０９２パッシブ通信）。
【０００５】
　[0005]ＮＦＣフォ―ラム「デジタルプロトコル」仕様のバージョン１．０は、ＩＳＯ／
ＩＥＣ１８０９２において定義されたパッシブ通信モードのみを含む。これは、ＮＦＣ－
ＤＥＰプロトコルのオペレーションを許可する一方で、ハンドヘルドＮＦＣデバイスにお
ける実現に関して重大な問題を有する。第１に、キャリアは、パッシブ通信モードに継続
的に留まらなくてはならないので、実際に通信を行うコンテンツが無くても、２つのデバ
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イスは、それらの間で交換される情報を処理している間、大量の電力が浪費され得る。第
２に、電力消費が２つのデバイスの間で平等に共有されない。１つのデバイスはフィール
ドを常に生成し、他方のデバイスは、コマンドに応答するためにロードモジュレーション
を用いるだけである。第３に、パッシブ通信モードは、４２４ｋｂｐｓおよびそれ以下の
データレートの制限がある、およびマルチアクティベーションを実行する能力がないなど
、機能に制限がある。
【０００６】
　[0006]したがって、アクティブモード通信を使用するＮＦＣ可能なデバイス間にピア通
信を提供するための改良された装置および方法が望まれ得る。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]こういった観点の基本的な理解を提供するために１つまた複数の観点の簡単な概
要を下記に表す。この概要は、熟考された全ての観点の詳細に及ぶ要旨ではなく、全ての
観点の主要なまたは重要な要素を識別する意図も、いくつかのまたは全ての観点の範囲を
説明する意図もない。概要の単なる目的は、下記に表されるより詳細な説明への前置きと
して、簡略化された形式で、１つまた複数の観点のうちのいくつかの概念を表すことであ
る。
【０００８】
　[0008]１つまた複数の観点およびそれらの対応する開示にしたがって、種々の観点は、
アクティブ通信モードを用いるＮＦＣが可能なデバイス間にピア通信を提供することに関
連して記載される。一例において、通信デバイスは、ＮＦＣデバイスのオペレーティング
ボリューム（operating volume）の範囲内に、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフ
ィールドを検出し、アクティブ通信モードを用いて、遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リ
ンクを確立し、遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクは切断されるべきであると決定し
、隔ＮＦＣデバイスがピア通信リンクを保持している間切断されていたことを遠隔ＮＦＣ
デバイスに示す切断リクエストメッセージを遠隔ＮＦＣデバイスに送信するために装備さ
れる。別の例において、通信デバイスは、デバイスとの通信リンク毎のアクティブ通信モ
ードを確立した遠隔ＮＦＣデバイスから切断リクエストメッセージを受信し、ピア通信リ
ンクを保持する間、ピア通信リンクをスリープ状態に変更するために装備される。こうい
った観点において、スリープ状態は、デバイスと遠隔ＮＦＣデバイスの間の通信を禁止し
得る。さらに別の例において、通信デバイスは、アクティブ通信モード衝突回避プロシー
ジャの一環として、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドの存在に関するオ
ペレーティングボリュームを感知し、感知されるフィールドがないと決定し、オペレーテ
ィングフィールドをオン状態に切り替える一環として、変調されないキャリアを起動し、
および衝突回避の閾値の期間中、変調されないキャリアを保持するために装備される。
【０００９】
　[0009]関連する観点にしたがって、ＮＦＣデバイス間の通信を支援するためにアクティ
ブ通信モードを用いるための方法が提供される。方法は、アクティブ通信モード衝突回避
プロシージャの一環として、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドの存在に
関するオペレーティングボリュームを感知することを含むことができる。さらに、方法は
、ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュームの範囲内に感知されるフィールドがない
と決定することを含むことができる。さらに、方法は、ＮＦＣデバイスに関するオペレー
ティングフィールドをオン状態に切り替える一環として、変調されないキャリアを起動す
ることを含むことができる。さらに、方法は、衝突回避の閾値の期間中、変調されないキ
ャリアを保持することを含み得る。
【００１０】
　[0010]別の観点は、ＮＦＣデバイス間の通信を支援するために、アクティブ通信モード
の使用を可能にする通信装置に関する。通信装置は、アクティブ通信モード衝突回避プロ
シージャの一環として、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドの存在に関す
るオペレーティングボリュームを感知するための手段を含むことができる。さらに、通信
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装置は、ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュームの範囲内で感知されるフィールド
がないと決定するための手段を含むことができる。さらに、通信装置は、ＮＦＣデバイス
に関するオペレーティングフィールドをオン状態に切り替える一環として、変調されない
キャリアを起動するための手段を含むことができる。さらに、通信装置は、衝突回避の閾
値の期間中、変調されないキャリアを保持するための手段を含むことができる。
【００１１】
　[0011]別の観点は、通信装置に関する。装置は、トランシーバ、メモリ、メモリに結合
されるプロセッサ、およびメモリまたはプロセッサのうちの少なくとも１つに結合される
アクティブ通信モードモジュールを含むことができる。アクティブ通信モードモジュール
は、アクティブ通信モード衝突回避プロシージャの一環として、遠隔ＮＦＣデバイスによ
って生成されたフィールドの存在に関するオペレーティングボリュームを感知するように
構成され得る。さらに、アクティブ通信モードモジュールは、ＮＦＣデバイスのオペレー
ティングボリュームの範囲内で感知されるフィールドがないと決定するように構成され得
る。
【００１２】
さらに、アクティブ通信モードモジュールは、ＮＦＣデバイスに関するオペレーティング
フィールドをオン状態に切り替える一環として、変調されないキャリアを起動するように
構成され得る。さらに、アクティブ通信モードモジュールは、衝突回避の閾値の期間中、
変調されないキャリアを保持するようにさらに構成され得る。
【００１３】
　[0012]さらに別の観点は、コンピュータプログラム製品に関し、それは、アクティブ通
信モード衝突回避プロシージャの一環として、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフ
ィールドの存在に関するオペレーティングボリュームを感知するためのコードを含むコン
ピュータ可読媒体を持つことができる。さらに、コンピュータ可読媒体は、ＮＦＣデバイ
スのオペレーティングボリュームの範囲内で感知されるフィールドがないと決定するため
のコードを含み得る。さらに、コンピュータ可読媒体は、ＮＦＣデバイスに関するオペレ
ーティングフィールドをオン状態に切り替える一環として、変調されないキャリアを起動
するためのコードを含み得る。さらに、コンピュータ可読媒体は、衝突回避の閾値の期間
中、変調されないキャリアを保持するためのコードを含むことができる。
【００１４】
　[0013]関連する観点にしたがって、ＮＦＣデバイス間の通信を支援するために、アクテ
ィブ通信モードを用いるための方法が提供される。方法は、ＮＦＣデバイスのオペレーテ
ィングボリュームの範囲内に、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドを検出
することを含むことができる。さらに、方法は、アクティブ通信モードを用いる遠隔ＮＦ
Ｃデバイスとのピア通信リンクを確立することを含むことができる。さらに、方法は、遠
隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクは切断されるべきであると決定することを含むこと
ができる。さらに、方法は、遠隔ＮＦＣデバイスがピア通信リンクを保持している間切断
されていたことを遠隔ＮＦＣデバイスに示す切断リクエストメッセージを遠隔ＮＦＣデバ
イスに送信することを含み得る。
【００１５】
　[0014]別の観点は、ＮＦＣデバイス間の通信を支援するために、アクティブ通信モード
を使用可能な通信装置に関する。通信装置は、ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュ
ームの範囲内に、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドを検出するための手
段を含むことができる。さらに、通信装置は、アクティブ通信モードを用いる遠隔ＮＦＣ
デバイスとのピア通信リンクを確立するための手段を含むことができる。さらに、通信装
置は、遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクは切断されるべきであると決定するための
手段を含むことができる。さらに、通信装置は、遠隔ＮＦＣデバイスがピア通信リンクを
保持している間切断されていたことを遠隔ＮＦＣデバイスに示す切断リクエストメッセー
ジを遠隔ＮＦＣデバイスに送信するための手段を含むことができる。
【００１６】
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　[0015]別の観点は、通信装置に関する。装置は、トランシーバ、メモリ、メモリに結合
されるプロセッサ、およびメモリまたはプロセッサのうちの少なくとも１つに結合される
アクティブ通信モードモジュールを含むことができる。アクティブ通信モードモジュール
は、ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュームの範囲内に、遠隔ＮＦＣデバイスによ
って生成されたフィールドを検出するように構成され得る。さらに、アクティブ通信モー
ドモジュールは、アクティブ通信モードを用いる遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンク
を確立するように構成され得る。さらに、アクティブ通信モードモジュールは、遠隔ＮＦ
Ｃデバイスとのピア通信リンクは切断されるべきであると決定するように構成され得る。
さらに、アクティブ通信モードモジュールは、遠隔ＮＦＣデバイスがピア通信リンクを保
持している間切断されていたことを遠隔ＮＦＣデバイスに示す切断リクエストメッセージ
を遠隔ＮＦＣデバイスに送信するようにさらに構成され得る。
【００１７】
　[0016]さらに別の観点は、コンピュータプログラム製品に関し、それは、ＮＦＣデバイ
スのオペレーティングボリュームの範囲内に、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフ
ィールドを検出するためのコードを含むコンピュータ可読媒体を持つことができる。さら
に、コンピュータ可読媒体は、アクティブ通信モードを用いて、遠隔ＮＦＣデバイスとの
ピア通信リンクを確立するためのコードを含み得る。さらに、コンピュータ可読媒体は、
遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクは切断されるべきであると決定するためのコード
を含み得る。さらに、コンピュータ可読媒体は、遠隔ＮＦＣデバイスがピア通信リンクを
保持している間切断されていたことを遠隔ＮＦＣデバイスに示す切断リクエストメッセー
ジを遠隔ＮＦＣデバイスに送信するためのコードを含むことができる。
【００１８】
　[0017]関連する観点にしたがって、ＮＦＣデバイス間の通信を支援するために、アクテ
ィブ通信モードを用いるための方法が提供される。方法は、ＮＦＣデバイスとの通信リン
ク毎のアクティブ通信モードを確立した遠隔ＮＦＣデバイスから切断リクエストメッセー
ジを受信することを含むことができる。さらに、方法は、ピア通信リンクを保持する間、
ピア通信リンクをスリープ状態に変更することを含み得る。１つの観点において、スリー
プ状態は、ＮＦＣデバイスと遠隔ＮＦＣデバイスの間の通信を禁止し得る。
【００１９】
　[0018]別の観点は、ＮＦＣデバイス間の通信を支援するために、アクティブ通信モード
を使用可能な通信装置に関する。通信装置は、ＮＦＣデバイスとの通信リンク毎のアクテ
ィブ通信モードを確立した遠隔ＮＦＣデバイスから切断リクエストメッセージを受信する
ための手段を含むことができる。さらに、通信装置は、ピア通信リンクを保持する間、ピ
ア通信リンクをスリープ状態に変更するための手段を含むことができる。１つの観点にお
いて、スリープ状態は、ＮＦＣデバイスと遠隔ＮＦＣデバイスの間の通信を禁止し得る。
【００２０】
　[0019]別の観点は通信装置に関する。装置は、トランシーバ、メモリ、メモリに結合さ
れるプロセッサ、およびメモリまたはプロセッサのうちの少なくとも１つに結合されるア
クティブ通信モードモジュールを含むことができる。アクティブ通信モードモジュールは
、ＮＦＣデバイスとの通信リンク毎のアクティブ通信モードを確立した遠隔ＮＦＣデバイ
スから切断リクエストメッセージを受信するようにさらに構成され得る。さらに、アクテ
ィブ通信モードモジュールは、ピア通信リンクを保持する間、ピア通信リンクをスリープ
状態に変更するようにさらに構成され得る。１つの観点において、スリープ状態は、ＮＦ
Ｃデバイスと遠隔ＮＦＣデバイスの間の通信を禁止し得る。
【００２１】
　[0020]さらに別の観点は、コンピュータプログラム製品に関し、それは、ＮＦＣデバイ
スとの通信リンク毎のアクティブ通信モードを確立した遠隔ＮＦＣデバイスから切断リク
エストメッセージを受信するためのコードを含むコンピュータ可読媒体を持つことができ
る。さらに、コンピュータ可読媒体は、ピア通信リンクを保持する間、ピア通信リンクを
スリープ状態に変更するためのコードを含むことができる。１つの観点において、スリー
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プ状態は、ＮＦＣデバイスと遠隔ＮＦＣデバイスの間の通信を禁止し得る。
【００２２】
　[0021]前述および関連した部分を実現するために、１つまた複数の観点は、この後十分
に説明され、特に請求項において指摘される特徴を備える。次の説明および添付の図面は
、１つまた複数の観点のいくつかの例示的な特徴を詳細に説明する。しかし、これらの特
徴は、種々の方法のうちのいくつかを示すが、それらの方法において、種々の観点の原則
が用いられ、この説明は、すべてのこういった観点およびそれらの等価物を含むことを意
図する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　[0022]開示された観点はこの後添付の図面と共に記載され、開示された観点を示し、お
よびその観点を限定しないように提供され、ここにおいて、同様の指示表示は同様の要素
を指し、およびそこにおいて、
【図１】[0023]図１は、一つの観点に従った無線通信局システムのブロック図である。
【図２】[0024]図２は、一つの観点に従った無線通信局システムの概略図である。
【図３】[0025]図３は、一つの観点に従ったＮＦＣ環境のブロック図である。
【図４】[0026]図４は、一つの観点にしたがって、ＮＦＣ環境におけるピア通信に関する
アクティブモード通信をしようするための例を説明するフロー図である。
【図５】[0027]図５は、一つの観点にしたがって、ＮＦＣ環境におけるピア通信に関する
アクティブモード通信をしようするためのもう一つの例を説明するフロー図である。
【図６】[0028]図６は、一つの観点にしたがって、ＮＦＣ環境におけるピア通信に関する
アクティブモード通信を使用するためのもう一つの例を説明するフロー図である。
【図７】[0029]図７は、一つの観点にしたがって、ＮＦＣ環境におけるピア通信に関する
アクティブモード通信を使用する別のシステムの例を説明するフローチャートを示す。
【図８】[0030]図８は、一つの観点にしたがって、通信デバイスのアーキテクチャの例を
示すブロック図である。
【図９】[0031]図９は、一つの観点にしたがって、ＮＦＣ環境におけるピア通信に関する
アクティブモード通信を使用するための通信システムの機能ブロック図である。
【詳細な説明】
【００２４】
　[0032]様々な観点は、以下で、図面を参照して説明される。次の記載において、説明の
目的のために、多数の特定の詳細が、１つまたは複数の観点の全体の理解を提供するため
に説明される。しかし、こういった観点（複数）はこれらの特定の詳細なしに実施され得
ることは明白であり得る。
【００２５】
　[0033]一般的に、デバイスは、ＮＦＣデバイスおよび／またはタグのカバレッジ領域の
レンジ内にある時に、ＮＦＣターゲットデバイスおよび／またはタグを認識し得る。その
後、デバイスは、通信が確立されるのを許可するのに十分な情報を取得し得る。確立され
得る通信のうちの1つの形式はピアツーピア通信リンクであり得る。本願で記載されるよ
うに、ピアツーピア通信リンクを介して可能になった通信は、パッシブ通信モードまたは
アクティブ通信モードを使用し得る。パッシブ通信モードにおいて、各ピアは、確立され
たリンクの全体について、ポーリングデバイスまたはリスニングデバイスとしてその状態
を維持する。アクティブ通信モードにおいて、各ピアデバイスは、確立されたリンクの全
体について、ポーリングデバイスとリスニングデバイスとしてその状態を交互に行う。
【００２６】
　[0034]図１は、本発明の様々な例示的な実施例にしたがって、無線通信局システム１０
０を示す。入力電力１０２は、エネルギー転送を提供するための放射フィールド１０６を
生成するために送信機１０４に提供され得る。受信機１０８は放射フィールド１０６に結
合し、および出力電力１１０に結合されるデバイス（不図示）によってまたは蓄電または
消費するための出力電力１１０を生成する。送信機１０４と受信機１０８の両方は距離１
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１２だけ離されている。例示的な実施例において、送信機１０４と受信機１０８は相互の
共振関係にしたがって構成され、および受信機１０８の共振周波数と送信機１０４の共振
周波数が非常に接近している時、受信機１０８が放射フィールド１０６の「近接場（near
-field）」に設置される時に、送信機１０４と受信機１０８の間の送信損失は最小になる
。
【００２７】
　[0035]送信機１０４はさらに、エネルギー送信のための手段を提供するために送信アン
テナ１１４を含む。受信機１０８はエネルギー受信のための手段として、受信アンテナ１
１８を含む。送信および受信アンテナは、それらと関係するアプリケーションおよびデバ
イスの大きさに従って作られる。記載された通り、効率的なエネルギー転送は、電磁波の
ほとんどのエネルギーを遠方のフィールドに伝搬するよりも、送信中のアンテナの近接場
内の大部分のエネルギーを受信中のアンテナに結合することによって生じる。この近接場
内に存在する時に、カップリングモードは、送信アンテナ１１４と受信アンテナ１１８の
間で発展し得る。この近接場カップリングが生じ得るアンテナ１１４および１１８の周り
の領域は本願においてカップリングモード領域と称される。
【００２８】
　[0036]図２は、近接場無線通信システムの例の概略図である。送信機２０４は、オシレ
ータ２２２、電力増幅器２２４、フィルタ、およびマッチング回路２２６を含む。オシレ
ータは望ましい周波数の信号を生成するように構成され、周波数は調整信号２２３に応じ
て調整される。オシレータ信号は、制御信号２２５に応じた増幅量を持つ電力増幅器２２
４によって増幅され得る。フィルタおよびマッチング回路２２６は高周波またはその他の
望ましくない周波数を除去し、および送信機２０４のインピーダンスを送信アンテナ２１
４にマッチさせるために含まれ得る。
【００２９】
　[0037]受信機２０８は、図２に示されるように、バッテリー２３６に充電するために、
または受信機（不図示）に結合されたデバイスに電力を供給するために、ＤＣ電力出力を
生成するためにまたはマッチング回路２３２、整流装置およびスイッチング回路２３４を
含み得る。マッチング回路２３２は、受信機２０８のインピーダンスを受信アンテナ２１
８にマッチさせるために含まれ得る。受信機２０８と送信機２０４は別の通信チャンネル
２１９（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、セルラ
ー等）上で通信し得る。
【００３０】
　[0038]図３を参照して、通信ネットワーク３００のブロック図は、ある観点にしたがっ
て例示される。通信ネットワーク３００は通信デバイス３１０を含み得、通信デバイス３
１０は、アンテナ３２４を介して、１つまたは複数のＮＦＣ技術３２６（例えば、ＮＦＣ
－Ａ、ＮＦＣ－Ｂ、ＮＦＣ－Ｆ等）を用いて、オペレーティングボリューム（operating 
volume）３２８の範囲内の遠隔ＮＦＣ（remote NFC）デバイス３３０と通信中であり得る
。本願で用いられるように、オペレーティングボリュームは、ＮＦＣデバイスが遠隔ＮＦ
Ｃデバイスによって生成されたフィールドの存在を検出しおよび／または遠隔ＮＦＣデバ
イスとの通信に基づくＮＦＣを実行し得る範囲内のボリュームを含み得る。ある観点にお
いて、遠隔ＮＦＣデバイス３３０および／または通信デバイス３１０は、アクティブ通信
モード３３８において、１つまたは複数のＲＦプロトコル３３６を用いて、１つまたは複
数のＲＦインターフェース３３４を経由し、ＮＦＣピアツーピアピア通信モジュール３３
２を経由して通信するように構成され得る。別の観点において、通信デバイス３１０は、
アクセスネットワークおよび／またはコアネットワーク（例えば、ＣＤＭＡネットワーク
、ＧＰＲＳネットワーク、ＵＭＴＳネットワーク、およびその他のタイプの有線および無
線通信ネットワーク）に接続されるように構成され得る。ある観点において、遠隔ＮＦＣ
デバイス３３０は、遠隔ＮＦＣタグ、読取り／書込みデバイス、ピア・イニシエータ・デ
バイス、リモートピア・ターゲット・デバイス等を含み得るが、それらに限定されない。
【００３１】
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　[0039]通信デバイス３１０はＮＣＩ３２０を含み得る。ある観点において、ＮＣＩ３２
０はＮＦＣ対応アンテナとＮＦＣコントローラ３１２の間の通信を可能にするように構成
され得る。ＮＣＩ３２０は、リスニングモードおよび／またはポーリングモードで機能す
るように構成され得る。パッシブ通信モードの通信の間、通信デバイス３１０がピア通信
を開始したどんなモードであっても、ピア通信の期間中に通信デバイス３１０がとどまる
モードとなる。通信デバイス３１０は、ピア通信リンクの間はリスニングモードとポーリ
ングモードの役割を切り替え得る。
【００３２】
　[0040]通信デバイス３１０はＮＦＣコントローラ（ＮＦＣＣ）３１２を含み得る。ある
観点において、ＮＦＣＣ３２０はＲＦディスカバリーモジュール３１４を含み得る。ＲＦ
ディスカバリーモジュール３１４は、ピアモード通信を可能にするために、ディスカバリ
プロセスの一部としてＲＦディスカバリーループを用いて、ＲＦディスカバリー（RF dis
covery）を実行するように構成され得る。ＤＨ３４０は、ＲＦディスカバリーと関連する
様々な機能を実行するようにＮＦＣＣ３１２に指示するためのコマンドを生成するように
構成され得る。
【００３３】
　[0041]通信デバイス３１０はＮＦＣピア通信モジュール３５０を含み得る。ＮＦＣピア
通信モジュール３５０は、ピア通信の様々なモードを容易にするように構成され得る。あ
る観点において、ＮＦＣピア通信モジュール３５０は、パッシブ通信モードのピア通信を
容易にするように構成され得る。別の観点において、ＮＦＣピア通信モジュール３５０は
、アクティブ通信モードのモジュール３５２を用いてアクティブ通信モードのピア通信を
容易にするように構成され得る。ある観点において、遠隔ＮＦＣデバイス３３０または通
信デバイス３１０は、アクティブ通信モードを使用する間に通信を開始し得るので、衝突
回避モジュール３５６は、オペレーティングフィールドの生成の間に衝突が生じないこと
を確実にするために用いられ得る。さらに、衝突回避モジュール３５６は任意の次の通信
の間に衝突が生じないことを確実にし得る。次に続く衝突回避プロセスの例は図７を参照
して論じられる。ある観点において、各通信の前に、アクティブ通信モードフラグ（例え
ば、ＣＯＮ＿ＰＯＬＬ＿ＡＣＴＩＶＥ＿ＣＯＭＭ）がチェックされ得る。フラグが設定さ
れる場合、衝突回避モジュール３５６は、メッセージのやりとりの前に衝突回避を実行し
得る。オペレーション時に、最初のＲＦ衝突回避はまさにテクノロジディテクションを開
始しようとするデバイスによって一度実行され得る。その後で、次に続くＲＦ衝突回避は
、全てのコマンドの前にデバイス（例えば、ＮＦＣ－ＤＥＰイニシエータ）を起動するこ
とによって実行され、および全ての応答の前にターゲット（例えば、ＮＦＣ－ＤＥＰター
ゲット）によって実行され得る。ある観点において、最初および次に続くＲＦ衝突回避コ
マンドは、拡張されたデジタルプロトコルの仕様の一部として定義され得る。
【００３４】
　[0042]ある観点において、アクティブ通信モードモジュール３５２は、通信デバイスが
切断された後、通信リンクを保持するように構成され得る。こういった観点において、ア
クティブ通信モードモジュール３５２は、ウェイクアップモジュール３５４を用いてウェ
イクアップリクエスト（例えば、ＷＵＰ＿ＲＥＱ）を受信するとすぐに通信リンクを再開
させ得る。ウェイクアップリクエストの受信に応答して、ウェイクアップ応答（例えば、
ＷＵＰ＿ＲＥＳ）は、ウェイクアップリクエストの受信の成功を示すために送られ得る。
ある観点において、ウェイクアップコマンド（ＷＵＰ＿ＲＥＱおよびＷＵＰ＿ＲＥＳ）は
、拡張されたデジタルプロトコル仕様の一部として定義され得る。別の観点において、ア
クティブ通信モードモジュール３５２は、通信デバイス３１０が遠隔ＮＦＣデバイス３３
０からウェイクアップメッセージ以外のいずれのメッセージに応答するのも禁止し得る。
別の観点において、通信デバイス３１０は、アクティブ通信モードリンクが確立した状態
で遠隔ＮＦＣデバイス３３０を切断することを決定し得る。こういった観点において、ウ
ェイクアップモジュール３５４は、通信リンクを再開するという決定をするとすぐにウェ
イクアップリクエストを迅速に送信するように通信デバイス３１０に指示し得る。対照的
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に、通信デバイス３１０が経路通信モード(passage communication mode)に関わる間に切
断メッセージを受信する場合、通信デバイスはピア通信リンクを切断し、同様に通信リン
クの動作を停止させ得る。
【００３５】
　[0043]それ故に、システムおよび方法は、通信デバイス３１０と遠隔ＮＦＣデバイス３
３０の間のアクティブモード通信を用いることによって改良されたピア通信を提供するた
めに開示される。
【００３６】
　[0044]図４－７は、提示された主題の様々な観点にしたがって、様々な手順を示す。説
明を簡単にするために、手順は一連の動作または連続したステップとして示されおよび記
載される一方で、いくつかの動作は本願に示されおよび説明されたのとは異なる順序およ
び／または同時に生じ得るので、請求された主題は動作の順序によって限定されないこと
が理解および評価されるだろう。例えば、当業者は、方法論が代替として状態図にあるよ
うに、一連の相互に関係する状態または事象として表される可能性があることを理解およ
び評価するだろう。さらに、全ての例示された動作が請求された主題にしたがった方法論
を実施することを必要とされているわけではない。さらに、以下でおよび本仕様を通じて
開示された手順は、こういった手順をコンピュータへの移送および転送を容易にするため
に製品に格納可能であることがさらに評価されるべきである。本願において用いられるよ
うに、用語、製品はコンピュータ可読デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能
なコンピュータプログラムを抱合するよう意図されている。
【００３７】
　[0045]図４は、アクティブ通信モードを用いる一環として、衝突回避を実行するための
プロセス４００を記載するフローチャートの一例を示す。
【００３８】
　[0046]ブロック４０２において、ＮＦＣデバイスは、任意の遠隔ＮＦＣデバイスの存在
についてのオペレーティングボリュームをモニタし得る。本願で用いられるように、オペ
レーティングボリュームは、ＮＦＣデバイスが遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフ
ィールドの存在を検出し得および／または遠隔ＮＦＣデバイスを用いた通信に基づいてＮ
ＦＣを実行し得る範囲内でボリュームを含み得る。ある観点において、ＮＦＣデバイスは
時間のある期間をモニタし得る。こういった観点において、期間とは複数のＲＦ待ち時間
（ＴＲＦＷ）を加えたアクティブ通信モード遅延時間（ＴＡＤ）であり得る。
【００３９】
　[0047]ブロック４０４において、ＮＦＣデバイスは、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成
され得るフィールドがオペレーティングボリュームにおいて感知されるかどうかを決定し
得る。ブロック４０４において、ＮＦＣデバイスがオペレーティングボリューム内に任意
の遠隔ＮＦＣデバイスフィールドを検出する場合、衝突回避プロセスは、ブロック４１０
のその終了に進み得る。
【００４０】
　[0048]対照的に、ブロック４０４において、ＮＦＣデバイスがオペレーティングボリュ
ームの範囲内に遠隔ＮＦＣデバイスフィールドを検出しない場合、ブロック４０６におい
て、ＮＦＣデバイスは、オペレーティングフィールドをオペレーティングフィールドオン
状態にする。
【００４１】
　[0049]ブロック４０８において、衝突回避プロセスを完了する前に、ＮＦＣデバイスは
、少なくとも定義された期間中変調されていないキャリアを保持し得る。ある観点におい
て、定義された期間は、拡張されたＮＦＣデジタルプロトコル仕様の一部として定義され
るようにアクティブ無線周波数保護時間(active radio frequency guard time)（ＴＡＲ

ＦＧ）であり得る。その後、ブロック４１０において、衝突回避プロセスは終了し得る。
【００４２】
　[0050]図５はアクティブ通信モードを用いることによってピア通信を向上させるための
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別のプロセス５００を記載するフローチャートの一例を示す。
【００４３】
　[0051]選択的な観点において、ブロック５０２において、ＮＦＣデバイスは、ＮＦＣデ
バイスのオペレーティングボリュームの範囲内の遠隔ＮＦＣデバイスによって生成された
フィールドを検出し得る。本願で用いられるように、オペレーティングボリュームは、Ｎ
ＦＣデバイスが、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドの存在を検出しおよ
び／または遠隔ＮＦＣデバイスを用いる通信に基づいてＮＦＣを実行し得るボリュームを
含み得る。
【００４４】
　[0052]さらに、選択的な観点において、遠隔ＮＦＣデバイスは、ブロック５０４におい
て、アクティブ通信モードを使用するＮＦＣデバイスを用いてピア通信リンクを確立し得
る。ある観点において、アクティブ通信モードは、ピア通信リンクを保持する間に１つま
たは複数の役割を切り替えることをＮＦＣデバイスと遠隔ＮＦＣデバイスに許可し得る。
こういった観点において、役割のうちの１つは、ピア通信リンクの一部としてＲＦキャリ
アを変調するための役割を含み得る。ある観点において、遠隔ＮＦＣデバイスは、使用さ
れるべきアクティブ通信モードを示すＡＴＲ＿ＲＥＱを送り得る。ある観点において、Ａ
ＴＲ＿ＲＥＱメッセージを送信する前に、遠隔ＮＦＣデバイスは、ＲＦフィールドをオフ
にしおよび少なくとも「オフ」タイマー期間（例えば、ｔ，ＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）を待ち
得、次にＲＦフィールドをオンし、および少なくとも「オン」タイマー期間（例えば、ｔ

，ＡＣＭ，ＲＦｏｎ）を待ち得および最初のＲＦ衝突回避プロセスを実行し得る。
【００４５】
　[0053]ブロック５０６において、ＮＦＣデバイスは、切断メッセージを受信したかどう
かを決定し得る。本願で用いられるように、切断された通信リンクは、動作していない状
態（例えば、スリープ）で保持され得る。アクティブモード通信を用いて、通信リンクは
完全に動かなくなることなく切断され得る。ブロック５０６において、ＮＦＣデバイスが
切断メッセージを受信しなかったと決定する場合、ブロック５０８において、ＮＦＣデバ
イスは、アクティブ通信モードを使用する遠隔ＮＦＣデバイスを用いて通信リンクを保持
し得る。さらに、ＮＦＣデバイスは、切断メッセージがブロック５０６において受信され
るかどうかを決定するためにモニタを継続し得る。
【００４６】
　[0054]対照的に、ブロック５０６において、ＮＦＣデバイスが切断メッセージを受信し
たと決定する場合、ブロック５１０において、ＮＦＣデバイスは、通信リンクステータス
を変更し得る。例えば、リンクは、スリープ、動作していない等と示され得る。一般的に
、遠隔ＮＦＣデバイスがリンクをスリープに設定すると、リンクはピアターゲットとして
その他のデバイスを起動させ、通信し、および除外または作動しないようにし得る。言い
換えれば、切断メッセージを送る遠隔ＮＦＣデバイス（例えば、ピアイニシエータ）は、
ピアターゲットＡに通信することができ、次にピアターゲットＡを持つリンクをスリープ
状態にし、次にピアターゲットＢに通信する(talk to)。さらに、ピアイニシエータは続
いて、ピアターゲットＢを持つリンクをスリープ状態にし（または作動しないようにし）
および次に再びピアターゲットＡをウェイクアップする。本願で用いられるように、この
プロセスはマルチアクティベーションと称される。
【００４７】
　[0055]ブロック５１２において、ＮＦＣデバイスは、通信リンクがスリープ状態の間に
１つまたは複数のメッセージを受信し得る。ブロック５１４において、ＮＦＣデバイスは
、受信されたメッセージが遠隔ＮＦＣデバイスからのウェイクアップリクエスト（ＷＵＰ
＿ＲＥＱ）メッセージであるかどうかを決定する。ブロック５１４において、ＮＦＣデバ
イスは、受信されたメッセージが遠隔ＮＦＣデバイスからのウェイクアップメッセージで
はないと決定し、次にプロセスはブロック５１６に戻る。
【００４８】
　[0056]対照的に、ブロック５１４において、ＮＦＣデバイスが、受信されたメッセージ
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がウェイクアップメッセージであると決定する場合、ブロック５１８において、ＮＦＣデ
バイスは、通信リンクを再開し得る。こういった観点において、ＮＦＣデバイスがウェイ
クアップリクエストを受信すると、ＮＦＣデバイスは、続いて受信されるいずれのウェイ
クアップリクエストメッセージも無視し得る。
【００４９】
　[0057]さらに、ブロック５２０において、ＮＦＣデバイスは、ウェイクアップ応答（Ｗ
ＵＰ＿ＲＥＳ）メッセージをリクエストが成功裏に処理されたことを示している遠隔ＮＦ
Ｃデバイスに送り得る。１つの観点において、ＮＦＣデバイスが再開されると、遠隔ＮＦ
Ｃデバイスとの通信を実行し得、および／または切断メッセージがブロック５０６におい
て受信されるかどうかを決定するためにモニタを継続し得る。
【００５０】
　[0058]図６は、アクティブ通信モードを用いることによってピア通信を改良するための
別のプロセス６００を説明するためのフローチャートの一例を示す。１つの観点において
、アクティブ通信モードの使用は、ＮＦＣデバイスと遠隔ＮＦＣデバイスに、ピア通信リ
ンクを維持することと関連する１つまたは複数の電力消費量の負担のバランスをとること
を許可する。例えば、ＮＦＣデバイスと遠隔ＮＦＣデバイスは、ピア通信リンクの一部と
してＲＦキャリアを変調するために負担を共有し得る。
【００５１】
　[0059]ブロック６０２において、ＮＦＣデバイスは、ＮＦＣデバイスのオペレーティン
グボリュームを有する遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドを検出し得る。
本願で用いられるように、オペレーティングボリュームは、ＮＦＣデバイスが、遠隔ＮＦ
Ｃデバイスによって生成されたフィールドの存在を検出し、および／または遠隔ＮＦＣデ
バイスを用いる通信に基づいてＮＦＣを実行し得る範囲内のボリュームを含み得る。
【００５２】
　[0060]ブロック６０４において、ＮＦＣデバイスは、アクティブ通信モードを用いる遠
隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクを確立し得る。１つの観点において、ピア通信リン
クの確立は、ＲＦフィールドをオフすることと、第１の期間待つこと、およびＲＦフィー
ルドをオンすることと、第２の期間待つこと、および最初のＲＦ衝突回避プロセスを実行
することを含み得る。こういった観点において、第１の期間は、アクティブ通信モジュー
ルＲＦオフタイム（ＴＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）であり得、および第２の期間は、拡張された
ＮＦＣデジタルプロトコル仕様の一環として定義されたアクティブ通信モジュールＲＦオ
ンタイム（ＴＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）であり得る。
【００５３】
　[0061]ブロック６０６において、ＮＦＣデバイスは、遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信
リンクは切断されるべきであると決定し得る。アクティブ通信モード機能の一環として、
遠隔ＮＦＣデバイスは、確立されたピア通信リンクを保持する間に切断され得る。言い換
えれば、遠隔ＮＦＣデバイスは、ピア通信リンクがさらに保持されている間に、スリープ
に切り替えられ得る。
【００５４】
　[0062]ブロック６０８において、切断リクエストメッセージを遠隔ＮＦＣデバイスに送
り得る。１つの観点において、切断リクエストメッセージは、ピア通信リンクをさらに保
持している間に、遠隔ＮＦＣデバイスに迅速にスリープモードに切り替えさせる。
【００５５】
　[0063]選択的な観点において、ブロック６１０において、ＮＦＣデバイスは、その後、
スリープ中の遠隔ＮＦＣデバイスとの通信が再開されるべきであると決定し得る。
【００５６】
　[0064]別の選択的な観点において、ブロック６１２において、ＮＦＣデバイスは、ウェ
イクアップリクエストメッセージをスリープ中の遠隔ＮＦＣデバイスに送信し得る。１つ
の観点において、再開プロセスの一環として、ＮＦＣデバイスは、ウェイクアップリクエ
ストメッセージの送信に応答して受信された１つまたは複数のウェイクアップ応答に関す
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る衝突の解消を実行し得る。こういった観点において、衝突の解消は、最初の衝突解消プ
ロシージャと次の衝突解消プロシージャ（例えば、さらに図７に関して記載されるように
）を含み得る。
【００５７】
　[0065]図７は、デバイス起動プロシージャの一環として、アクティブ通信モードを用い
ることによって、ピア通信を改良するための別のプロセス７００を説明するフローチャー
トの一例を示す。
【００５８】
　[0066]一般的に、オペレーティングフィールドを生成する前に、アクティブ通信モード
において動作しているＮＦＣデバイスは、ＲＦ衝突回避を実行する。動作の際に、第１の
テクノロジディテクションコマンド（technology detection command）を送る前に、ポー
リングモードで動作しているＮＦＣデバイスは、最初のＲＦ衝突回避を実行する。さらに
、アクティブ通信モードの使用中、コマンドまたは応答を送る前に、ポールまたはリッス
ンモードで動作しているＮＦＣデバイスは、次のＲＦ衝突回避を実行する。
【００５９】
　[0067]ブロック７０２において、ＮＦＣデバイスは、アクティブ通信モードフラグが設
定されたかどうかを決定し得る。１つの観点において、アクティブ通信モードフラグは、
「１」に設定された値を持つＣＯＮ＿ＰＯＬＬ＿ＡＣＴＩＶＥ＿ＣＯＭＭエレメントを含
み得る。
【００６０】
　[0068]ブロック７０２において、ＮＦＣデバイスが、アクティブ通信モードフラグが設
定されないと決定する場合、ブロック７０４において、ＮＦＣデバイスは、衝突回避を実
行することなくメッセージを遠隔ＮＦＣデバイスに送り得る。１つの観点において、ポー
リングＮＦＣデバイスが、パッシブ通信モードを用いて通信しており、そのために衝突は
生じないので、フラグが設定されない時に衝突回避は用いられない。１つの観点において
、ＮＦＣデバイスによって送られるメッセージは、パッシブ通信モードが用いられている
ことを示すリクエスト（ＡＴＲ＿ＲＥＱ）をリセットするための回答であり得る。
【００６１】
　[0069]対照的に、ブロック７０２において、ＮＦＣデバイスが、アクティブ通信モード
フラグが設定されたことを決定する場合、ブロック７０６において、ＮＦＣデバイスは、
アクティブ通信モードの通信リンクが現在スリープ中であるかどうかを決定する。１つの
観点において、ＮＦＣデバイスは、スリープインデックスが設定される時に、スリープモ
ード（例えば、サブステートにスリープ・サブ状態）にあり得る。
【００６２】
　[0070]ブロック７０６において、ＮＦＣデバイスが、通信リンクがスリープ状態である
と決定する場合、ブロック７０８において、ＮＦＣデバイスは、ウェイクアップメッセー
ジ（例えば、ＷＵＰ＿ＲＥＱ）を送り得る。ＮＦＣデバイスによって用いられているＲＦ
テクノロジのタイプに依存し得る選択的な観点において、ブロック７１０において、ＮＦ
Ｃデバイスは、複数の受信されたウェイクアップ応答の間の衝突を確認し得る。１つの観
点において、ＮＦＣデバイスは、ＮＦＣ－Ｆ　ＲＦテクノロジが用いられている場合の衝
突を確認し得る。選択的なブロック７１０において、衝突が検出される場合、プロセスは
、別のウェイクアップリクエストの送信に関するブロック７０８に戻り得る。ブロック７
１２において、通信リンクが成功裏にアウェイクすると、ＮＦＣデバイスはスリープイン
デックス値を消去し得る。
【００６３】
　[0071]対照的に、ブロック７０６において、ＮＦＣデバイスが、通信リンクがスリープ
モードにないと決定する場合、ブロック７１４において、ＮＦＣデバイスは、メッセージ
を送信し得る。１つの観点において、ＮＦＣデバイスによって送られたメッセージは、ア
クティブ通信モードが用いられていることを示すＡＴＲ＿ＲＥＱであり得る。１つの観点
において、ＡＴＲ＿ＲＥＱメッセージを送信する前に、ＮＦＣデバイスは、ＲＦフィール
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ドをオフし、および少なくとも「オフ」タイマー期間（例えば、ｔ，ＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ

）待ち得、次に、ＲＦフィールドをオンし、及び少なくとも「オン」タイマー期間（例え
ば、ｔ，ＡＣＭ，ＲＦｏｎ）待ち得、次に最初のＲＦ衝突回避プロセスを実行し得る。ブ
ロック７１６において、ＮＦＣデバイスは、イニシエーション識別子値（例えば、ＩＮＴ
＿ＮＦＣＩＤＸ［ＩＮＴ＿ＩＮＤＥＸ］）をＡＴＲ＿ＲＥＱに応答（例えば、ＡＴＲ＿Ｒ
ＥＳ）して受信されたＮＦＣＩＤ（例えば、ＮＦＣＩＤ３）と置き換え、およびスリープ
インデックス値（例えば、ＩＮＴ＿ＮＦＣＩＤＸ＿ＳＬＥＥＰ［ＩＮＴ＿ＩＮＤＥＸ］を
０ｂに設定）をリセットする。
【００６４】
　[0072]ブロック７１８において、ＮＦＣデバイスは、パラメータ選択リクエスト（ＰＳ
Ｌ＿ＲＥＱ）が遠隔ＮＦＣデバイスに送られるべきであるかどうかを決定し得る。１つの
観点において、ＰＳＬ＿ＲＥＱが、データ交換を開始する前のビットレートのような通信
パラメータを変更するために用いられ得る。ブロック７１８において、ＮＦＣデバイスが
、ＰＳＬ　ＲＥＱが送られるべきであると決定する場合、ブロック７２０において、ＳＬ
＿ＲＥＱは、遠隔ＮＦＣデバイスに送られる。対照的に、ＮＦＣデバイスが、ＰＳＬ＿Ｒ
ＥＱは送られないだろうと決定すると、プロセスは、ブロック７２２において終了し得る
。
【００６５】
　[0073]図３を参照する一方で、同様に図８を参照すると、通信デバイス８００のアーキ
テクチャの一例が示される。図８に示されるように、通信デバイス８００は、例えば、受
信アンテナ（不図示）から信号を受信し、受信された信号に関する典型的なアクション（
例えば、フィルタをかける、増幅する、ダウンコンバートする等）を実行し、およびサン
プルを取得するために、調整された信号をデジタル化する受信機８０２を備える。受信機
８０２は、受信されたシンボルを復調し、およびそれらをチャネル推定のためのプロセッ
サ８０６に提供することができる復調器８０４を備えることができる。プロセッサ８０６
は、受信機８０２によって受信された情報の解析および／または送信機８２０による送信
のための情報の生成専用のプロセッサ、通信デバイス８００の１つまたは複数のコンポー
ネントを制御するプロセッサ、および／または受信機８０２によって受信された情報の解
析、送信機８２０による送信のための情報の生成、および通信デバイス８００の１つまた
は複数のコンポーネントを制御の両方を行うプロセッサであることができる。さらに、信
号は、プロセッサ８０６よって処理された信号を変調し得る変調装置８１８を介して、送
信機８２０による送信のために準備され得る。
【００６６】
　[0074]通信デバイス８００は、プロセッサ８０６のようなしかしそれに限定されない種
々のコンポーネントに動作可能なように結合され、及び送信されるべきデータ、受信され
たデータ、使用可能なチャネルに関連する情報、ＴＣＰフロー、解析された信号および／
または干渉強度と関連するデータ、割り当てられたチャネル電力、レート等、と関連する
情報、またはＮＦＣピアモード接続の確立において一助となるいずれその他の適切な情報
を記憶することができるメモリ８０８を付加的に備えることができる。
【００６７】
　[0075]さらに、プロセッサ８０６、デバイスホスト８３４、ＮＦＣＣ８３０、および／
またはＮＦＣピア通信モジュール８６０は、アクティブ通信モード衝突回避プロシージャ
の一部として遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドの存在に関するオペレー
ティングボリュームを感知するための手段と、ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュ
ームの範囲内で感知されるフィールドが無いと決定するための手段と、ＮＦＣデバイスに
関するオペレーティングフィールドをオン状態に切り替える一環として変調されないキャ
リアを起動するための手段、および衝突回避の閾値の期間のあいだ、変調されなかったキ
ャリアを保持するための手段を提供することができる。別の観点において、プロセッサ８
０６、デバイスホスト８３４、ＮＦＣＣ８３０、および／またはＮＦＣピア通信モジュー
ル８６０は、ＮＦＣデバイスのオペレーティングボリュームの範囲内の遠隔ＮＦＣデバイ
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スによって生成されたフィールドを検出するための手段と、アクティブ通信モードを用い
る遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクを確立するための手段と、遠隔ＮＦＣデバイス
とのピア通信リンクが切断されるべきであると決定するための手段と、および遠隔ＮＦＣ
デバイスに、それがピア通信リンクを保持している間切断されたことを示す遠隔ＮＦＣデ
バイスに切断リクエストメッセージを送信するための手段を提供することができる。さら
に別の観点において、プロセッサ８０６、デバイスホスト８３４、ＮＦＣＣ８３０、およ
び／またはＮＦＣピア通信モジュール８６０は、ＮＦＣデバイスと通信リンク毎のアクテ
ィブ通信モードを確立したという切断リクエストメッセージを遠隔ＮＦＣデバイスから受
信するための手段、およびピア通信リンクを保持する間、ピア通信リンクをスリープ状態
に変更するための手段を提供することができ、そこにおいて、スリープ状態は、ＮＦＣデ
バイスと遠隔ＮＦＣデバイスの間の通信を禁止する。
【００６８】
　[0076]本願に記載されたデータストア（例えば、メモリ８０８）が揮発性メモリまたは
不揮発性メモリであり得、または揮発性および不揮発性両方のメモリを含み得ることが評
価されるであろう。説明目的であって、限定ではなく、不揮発性メモリは、読み取り専用
メモリ（ＲＯＭ）、プログラム可能なＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的にプログラム可能なＲ
ＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、またはフラッシュ
メモリを含むことができる。揮発性メモリは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含む
ことができ、それは、外部のキャッシュメモリとして動作する。説明目的であって、限定
ではなく、ＲＡＭは、同期式ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同
期式ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、
拡張されたＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、Ｓｙｎｃｈｌｉｎｋ　ＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ
）およびダイレクトＲａｍバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）のような多くの形式において使用可
能である。サブジェクトシステムおよび方法のメモリ８０８は、これらのおよびいずれそ
の他の適切なタイプのメモリを、それらに限定されることなく備え得る。
【００６９】
　[0077]通信デバイス８００は、ＮＦＣコントローラ８３０を含み得る。１つの観点にお
いて、ＮＦＣＣ８３０は、ＲＦディスカバリーモジュール８３２を含み得る。ＲＦディス
カバリーモジュール８３２は、ピアモード通信を可能にするために、ディスカバリープロ
セスの一部としてＲＦディスカバリーループ（例えば、８１０）を用いて、ＲＦディスカ
バリーを実行するように構成され得る。ＤＨ８３４は、ＲＦディスカバリー等のような、
しかしそれに限定されない種々のＮＦＣ動作をＮＦＣＣ８３０に迅速に実行させるための
コマンドを生成するように構成され得る。
【００７０】
　[0078]別の観点において、通信デバイス８００は、ＮＣＩ８５０を含み得る。１つの観
点において、ＮＣＩ８５０は、ＮＦＣコントローラ８３０とＤＨ８３４の間の通信を可能
にするように構成され得る。ＮＣＩ８５０は、リスニングモードおよび／またはポーリン
グモードにおいて機能するように構成され得る。パッシブ通信モードの間、通信デバイス
８００がピア通信を開始したどんなモードであっても、ピア通信の期間中に通信デバイス
８００がとどまるモードとなる。アクティブ通信モードの間、通信デバイス８００は、ピ
ア通信リンクの間にリスニングモードとポーリングモードの役割を切り替え得る。
【００７１】
　[0079]別の観点において、通信デバイス８００は、ＮＦＣピア通信モジュール８６０を
含み得る。ＮＦＣピア通信モジュール８６０は、ピア通信の種々のモードを容易にするよ
うに構成され得る。１つの観点において、ＮＦＣピア通信モジュール８６０は、パッシブ
通信モードのピア通信を容易にするように構成され得る。別の観点において、ＮＦＣピア
通信モジュール８６０は、アクティブ通信モードモジュール８６２を用いるアクティブ通
信モードのピア通信を容易にするように構成され得る。１つの観点において、遠隔ＮＦＣ
デバイスまたは通信デバイス８００は、アクティブ通信モードを用いる間に通信を起動し
得るので、衝突回避モジュール８６６は、衝突がオペレーティングフィールドの生成の間
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に生じないことを確実にするために用いられ得る。さらに、衝突回避モジュール８６６は
、次の通信の間に衝突が生じないことを確実にし得る。次の衝突回避プロセスの一例は、
図７を参照して論じられる。１つの観点において、各通信の前に、アクティブ通信モード
フラグ（例えば、ＣＯＮ＿ＰＯＬＬ＿ＡＣＴＩＶＥ＿ＣＯＭＭ）はチェックされ得る。フ
ラグが設定される場合、衝突回避モジュール８６６は、メッセージのやりとりの前に、衝
突回避を実行し得る。１つの観点において、アクティブ通信モードモジュール８６２は、
通信デバイスが切断された後に通信リンクを保持するように構成され得る。こういった観
点において、アクティブ通信モードモジュール８６２は、ウェイクアップモジュール８６
４を用いてウェイクアップリクエスト（例えば、ＷＵＰ＿ＲＥＱ）を受信すると、通信リ
ンクを再開し得る。別の観点において、アクティブ通信モードモジュール８６２は、通信
デバイス８００が、遠隔ＮＦＣデバイスからウェイクアップメッセージ以外のどんなメッ
セージに応答するのも禁止し得る。別の観点において、通信デバイス８００は、アクティ
ブ通信モードのリンクが確立された遠隔ＮＦＣデバイスを切断することを決定し得る。こ
ういった観点において、ウェイクアップモジュール８６４は、通信リンクを再開すること
を決定すると、通信デバイスに迅速にウェイクアップリクエストを送信させ得る。対照的
に、通信デバイス８００が、経路通信モードに関わる間に切断メッセージを受信する場合
、通信デバイスは、ピア通信リンクを切断し、および通信リンクも作動しないようにする
。
【００７２】
　[0080]別の観点において、アクティブ通信モードモジュール８６２は、図４－７に関し
て記載されたプロセスを実行するように構成される。
【００７３】
　[0081]付加的に、通信デバイス８００は、ユーザインターフェース８４０を含み得る。
ユーザインターフェース８４０は、通信デバイス８００内に入力を生成するための入力メ
カニズム８４２、および通信デバイス８００のユーザによる消費に関する情報を生成する
ための出力メカニズム８４４を含み得る。例えば、入力メカニズム８４２は、キーまたは
キーボード、マウス、タッチスクリーンディスプレー、マイクロフォン等のようなメカニ
ズムを含み得る。さらに、例えば、出力メカニズム８４４は、ディスプレー、オーディオ
スピーカ、触覚フィードバックメカニズム、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）ト
ランシーバ等、を含み得る。例示された観点において、出力メカニズム８４４は、画像ま
たは映像形式にあるメディアコンテンツを提供するように構成されたディスプレー、また
はオーディオ形式にあるメディアコンテンツを提供するためのオーディオスピーカを含み
得る。
【００７４】
　[0082]図９は、１つの観点にしたがって、アクティブ通信モードの使用を通じて、ピア
通信を改良するように構成された例示的な通信システム９００のブロック図を示す。例え
ば、システム９００は、少なくとも部分的に通信デバイス（例えば、通信デバイス８００
）内に存在し得る。システム９００は、機能ブロックを含むように表され、それは、プロ
セッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ（例えば、ファ－ムウェア）によって実装
可能な機能を表す機能ブロックであり得る。システム９００は、連動して 動作可能な電
気的なコンポーネントの論理グループ９０２を含む。
【００７５】
　[0083]例えば、１つの観点において、論理グループ９０２は、アクティブ通信モードプ
ロシージャ９０４の一部として、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドの存
在に関するオペレーティングボリュームを感知するための手段を提供し得る電気的なコン
ポーネントを含むことができる。例えば、１つの観点において、感知するための手段９０
４は、受信機８０２、ＤＨ８３４、ＮＦＣＣ８３０、アクティブ通信モードモジュール８
６２、および／または通信デバイス８００のプロセッサ８０６を含むことができる。１つ
の観点において、感知するための手段９０４は、アクティブ通信モード衝突回避プロシー
ジャの一部として、遠隔ＮＦＣデバイスフィールドによって生成されたフィールドの存在
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に関するオペレーティングボリュームを感知するように構成され得る。
【００７６】
　[0084]さらに、論理グループ９０２は、遠隔ＮＦＣデバイスフィールドがオペレーティ
ングボリューム９０６の範囲内にあるかどうかを検出するための手段を提供し得る電気的
なコンポーネントを含むことができる。例えば、１つの観点において、決定するための手
段９０６は、受信機８０２、ＤＨ８３４、ＮＦＣＣ８３０、アクティブ通信モードモジュ
ール８６２、および／または通信デバイス８００のプロセッサ８０６を含むことができる
。１つの観点において、検出するための手段９０６は、ＮＦＣデバイスのオペレーティン
グボリュームの範囲内で感知されるフィールドがないことを決定するように構成され得る
。１つの観点において、検出するための手段９０６は、ＮＦＣデバイスのオペレーティン
グボリュームの範囲内に、遠隔ＮＦＣデバイスによって生成されたフィールドを検出する
ように構成され得る。
【００７７】
　[0085]さらに、論理グループ９０２は、変調されないキャリア９０８を起動および／ま
たは保持するための手段を提供し得る電気的なコンポーネントを含むことができる。例え
ば、１つの観点において、起動するための手段９０８は、送信機８２０、ＤＨ８３４、Ｎ
ＦＣＣ８３０、アクティブ通信モードモジュール８６２、および／または通信デバイス８
００のプロセッサ８０６を含むことができる。１つの観点において、起動および／または
保持するための手段９０８は、ＮＦＣデバイスに関するオペレーティングフィールドをオ
ン状態に切り替える一環として、変調されないキャリアを起動するように構成され得る。
１つの観点において、起動および／または保持するための手段９０８は、衝突回避の閾値
の期間中に変調されないキャリアを保持するように構成され得る。こういった観点におい
て、衝突回避閾値は、アクティブ無線周波数ガード時間（ＴＡＲＦＧ）であり得る。
【００７８】
　[0086]別の観点において、論理グループ９０２は、アクティブ通信モード衝突回避プロ
シージャ９１０を終了するための手段を提供し得る電気的なコンポーネントを含むことが
できる。例えば、１つの観点において、アクティブ通信モード衝突回避プロシージャ９１
０を終了するための手段は、ＤＨ８３４、ＮＦＣＣ８３０、アクティブ通信モードモジュ
ール８６２、および／または通信デバイス８００のプロセッサ８０６を含むことができる
。１つの観点において、アクティブ通信モード衝突回避プロシージャ９１０を終了するた
めの手段は、衝突回避の閾値の期間が経過したという決定に基づいて、アクティブ通信モ
ード衝突回避プロシージャを終了するように構成され得る。こういった観点において、衝
突回避閾値は、変調されないキャリアのスイッチをオンにするのとコマンドの送信を開始
する間の期間である。
【００７９】
　[0087]別の観点において、論理グループ９０２は、遠隔ＮＦＣデバイス９１２とアクテ
ィブ通信モードベースのピア通信リンクを確立するための手段を提供し得る電気的なコン
ポーネントを含むことができる。例えば、１つの観点において、アクティブ通信モードベ
ースのピア通信リンク９１２を確立するための手段は、ＤＨ８３４、ＮＦＣＣ８３０、ア
クティブ通信モードモジュール８６２、および／または通信デバイス８００のプロセッサ
８０６を含むことができる。１つの観点において、アクティブ通信モードベースのピア通
信リンク９１２を確立するための手段は、アクティブ通信モードを用いて、遠隔ＮＦＣデ
バイスとピア通信リンクを確立するように構成され得る。１つの観点において、アクティ
ブ通信モードベースのピア通信リンク９１２を確立するための手段は、ＲＦフィールドを
オフして第１の期間待ち、ＲＦフィールドをオンして第２の期間待ち、および最初のＲＦ
衝突回避プロセスを実行するように構成され得る。こういった観点において、第１の期間
は、アクティブ通信モジュールＲＦオフタイム（ＴＡＣＭ，ＲＦｏｆｆ）であり得、およ
び第２の期間は、アクティブ通信モジュールＲＦオンタイム（ＴＡＣＭ，ＲＦｏｎ）であ
り得る。
【００８０】
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　[0088]別の観点において、論理グループ９０２は、ピア通信リンク９１４の属性を修正
するための手段を提供し得る電気的なコンポーネントを含むことができる。例えば、１つ
の観点において、アクティブ通信モード衝突回避プロシージャ９１４を終了するための手
段は、ＤＨ８３４、ＮＦＣＣ８３０、アクティブ通信モードモジュール８６２、および／
または通信デバイス８００のプロセッサ８０６を含むことができる。１つの観点において
、修正するための手段９１４は、遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクが切断されるべ
きであると決定するように構成され得る。１つの観点において、修正するための手段９１
４は、遠隔ＮＦＣデバイスとのピア通信リンクが再開されるべきであると決定するように
構成され得る。ＮＦＣタイプのＦ　ＲＦ技術が通信を可能にする場合の１つの観点におい
て、修正するための手段９１４は、ピア通信リンクを介してメッセージを送信する前に、
衝突解消を実行するように構成され得る。こういった観点において、衝突解消は、最初の
衝突解消プロシージャおよび次の衝突解消プロシージャを含み得る。１つの観点において
、修正するための手段９１４は、ピア通信リンクを保持する間、ピア通信リンクをスリー
プ状態に変更するように構成され得る。こういった観点において、スリープ状態は、ＮＦ
Ｃデバイスと遠隔ＮＦＣデバイスの間の通信を禁止し得る。１つの観点において、修正す
るための手段９１４は、ピア通信リンクをアウェイク状態に変更するように構成され得る
。１つの観点において、修正するための手段９１４は、第１のウェイクアップ・リクエス
ト・メッセージの受け取り後、受信された任意のウェイクアップ・リクエスト・メッセー
ジを無視するように構成され得る。１つの観点において、修正するための手段９１４は、
受信された１つまた複数のメッセージは、どれもウェイクアップメッセージではないと決
定するように構成され、およびＮＦＣデバイスが、１つまた複数の受信されたメッセージ
のうちのいずれかを処理することを禁止する。
【００８１】
　[0089]別の観点において、論理グループ９０２は、メッセージ９１６に関連する１つま
た複数のピア通信リンクを送信するための手段を提供し得る電気的なコンポーネントを含
むことができる。例えば、１つの観点において、送信するための手段９１６は、送信機８
２０、ＤＨ８３４、ＮＦＣＣ８３０、アクティブ通信モードモジュール８６２、および／
または通信デバイス８００のプロセッサ８０６を含むことができる。１つの観点において
、送信するための手段９１６は、遠隔ＮＦＣデバイスに、それがピア通信リンクを保持し
ている間切断されることを示す切断リクエストメッセージを、遠隔ＮＦＣデバイスに送信
するように構成され得る。１つの観点において、送信するための手段９１６は、ピア通信
リンクを再開するために、ウェイクアップ・リクエスト・メッセージを、遠隔ＮＦＣデバ
イスに送信するように構成され得る。１つの観点において、送信するための手段９１６は
、ウェイクアップ応答を、遠隔ＮＦＣデバイスに送信するように構成され得る。
【００８２】
　[0090]別の観点において、論理グループ９０２は、メッセージ９１８と関連する１つま
た複数のピア通信リンクを受信するための手段を提供し得る電気的なコンポーネントを含
むことができる。例えば、１つの観点において、受信するための手段９１８は、受信機８
０２、ＤＨ８３４、ＮＦＣＣ８３０、アクティブ通信モードモジュール８６２、および／
または通信デバイス８００のプロセッサ８０６を含むことができる。１つの観点において
、受信するための手段９１８は、ＮＦＣデバイスとの通信リンク毎に、アクティブ通信モ
ードを確立した遠隔近接場通信（ＮＦＣ）デバイスから、切断リクエストメッセージを受
信するように構成され得る。１つの観点において、受信するための手段９１８は、遠隔Ｎ
ＦＣデバイス第１のウェイクアップ・リクエスト・メッセージを受信するように構成され
得る。１つの観点において、受信するための手段９１８は、スリープ状態にある間、遠隔
ＮＦＣデバイスから、１つまた複数のメッセージを受信するように構成され得る。
【００８３】
　[0091]さらに、システム９００は、電気的なコンポーネント９０４、９０６、９０８、
９１０、９１２、９１４、９１６および９１８と関連する機能を実行するための命令を保
持し、電気的なコンポーネント９０４、９０６、９０８、９１０、９１２、９１４、９１
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６、９１８等によって用いられる、または取得されるデータを記憶するメモリ９２０を含
むことができる。メモリ９２０の外部にあるように示される一方で、１つまた複数の電気
的なコンポーネント９０４、９０６、９０８、９１０、９１２、９１４、９１６および９
１８は、メモリ９２０内に存在し得ることが理解されるべきである。一例において、電気
的なコンポーネント９０４、９０６、９０８、９１０、９１２、９１４、９１６および９
１８は、少なくとも１つのプロセッサを含むことができ、または各電気的なコンポーネン
ト９０４、９０６、９０８、９１０、９１２、９１４、９１６および９１８は、少なくと
も１つのプロセッサの対応するモジュールであり得る。さらに、付加的、または代替例に
おいて、電気的なコンポーネント９０４、９０６、９０８、９１０、９１２、９１４、９
１６および９１８は、コンピュータ可読媒体を含むコンピュータプログラム製品であり得
、ここにおいて、各電気的なコンポーネント９０４、９０６、９０８、９１０、９１２、
９１４、９１６および９１８は、対応するコードであり得る。１つの観点において、例え
ば、メモリ９２０は、メモリ８０８と同じであり得るか、または類似であり得る（図８）
。別の観点において、メモリ９２０は、ＤＨ８３４、ＮＦＣＣ８３０、および／またはア
クティブ通信モードモジュール８６２と関連し得る。
【００８４】
　[0092]本明細書において用いられるように、用語「コンポーネント」、「モジュール」
、「システム」等は、ハードウェア、ファ－ムウェア、ハードウェアとソフトウェアの組
合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのようなコンピュータ－関連のエンテ
ィティを含むよう意図されているが、それらに限定されない。例えば、コンポーネントは
、プロセッサ上で動作中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行の
スレッド、プログラム、および／またはコンピュータであり得るが、それらに限定されな
い。例示目的のために、コンピューティングデバイス上で動作中のアプリケーション及び
コンピューティングデバイスは、コンポーネントであり得る。１つまたは複数のコンポー
ネントは、実行のプロセスおよび／またはスレッド内に存在し得、およびコンポーネント
は、１つのコンピュータ上でローカライズされ得、および／または２つまたはそれを超え
るコンピュータの間で分散され得る。加えて、これらのコンポーネントは、種々のデータ
構造を格納している種々のコンピュータ可読媒体から実行することができる。コンポーネ
ントは、例えば、１つまた複数のデータパケットを持つ信号にしたがったローカルおよび
／またはリモートプロセス、例えば、ローカルシステム内の別のコンポーネントと相互作
用する１つのコンポーネントからのデータを経由して、および／または信号を経由するそ
の他のシステムを用いるインターネットのようなネットワークをわたって通信し得る。
【００８５】
　[0093]さらに、種々の観点は、端末と関連してここに記載され、それらは有線端末また
は無線端末であり得る。端末はまた、システム、デバイス、加入者ユニット、加入者局、
モバイル局、モバイル、モバイルデバイス、リモート局、モバイル機器（ＭＥ）、リモー
ト端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザ
デバイス、またはユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれ得る。無線端末は、セルラー電話、衛星電
話、コードレス電話、セッション初期化プロトコル（ＳＩＰ）電話、無線ローカルループ
（ＷＬＬ）局、パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、無線接続機能を持つハ
ンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス、または無線モデムに接続されるその
他の処理デバイスであり得る。さらに、種々の観点は、基地局に関連してここに記載され
る。基地局は、無線端末（複数）と通信するために利用され得、また、アクセスポイント
、Ｎｏｄｅ　Ｂ、またはその他いくつかのターミノロジーと称され得る。
【００８６】
　[0094]さらに、用語、「または」は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または
」を意味するように意図される。すなわち、特別の規定のない限り、または内容から明白
な場合、フレーズ「ＸはＡまたＢを用いる」は、自然で包括的な配列のいくつかを意味す
るように意図される。すなわち、フレーズ「ＸはＡまたはＢを用いる」は、下記の例、Ｘ
はＡを用いるまたはＸはＢを用いる、ＸはＡおよびＢの両方を用いる、のいずれかによっ
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て満たされる。加えて、本明細書および添付の請求項において用いられる冠詞「ａ」およ
び「ａｎ」は、特別の規定のない限り、または内容から単数形に関することであると明白
でない場合、一般的に、「１つまた複数の」を意味すると解釈されるべきである。
【００８７】
　[0095]本願に記載された技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－
ＦＤＭＡおよびその他のシステムのような種々の無線通信局システムのために用いられ得
る。用語、「システム」および「ネットワーク」は、しばしば置き換え可能に用いられる
。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００
等のような無線テクノロジーを実装し得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ
）およびＣＤＭＡのその他の変形を含む。さらに、ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００
、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６の標準を含有する。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信
（ＧＳＭ）（登録商標）に関するグローバルシステムのような無線テクノロジーを実装し
得る。ＯＦＤＭＡシステムは、進化型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ・モバイル・
ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１
６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡ等、のような無線テ
クノロジーを実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル・テ
レコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロング・ターム・
エボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＵＭＴＳの公開であり、それは、
ダウンリンク上のＯＦＤＭＡおよびアップリンク上のＳＣ－ＦＤＭＡを用いる。ＵＴＲＡ
、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシップ・プロ
ジェクト」（３ＧＰＰ）という名の機構からの文献に記載される。さらに、ｃｄｍａ２０
００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ・プロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と
いう名の機構からの文献に記載される。さらに、こういった無線通信局システムは、しば
しば対では無い無認可のスペクトル、８０２．ｘｘ無線ラン、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録
商標）、近傍フィールド通信（ＮＦＣ－Ａ、ＮＦＣ－Ｂ、ＮＦＣ、－Ｆ等）および任意の
その他の短距離のまたは長距離の無線通信局技術を用いるピアツーピア（例えば、モバイ
ルツーモバイル）アドホックネットワークシステムを付加的に含み得る。
【００８８】
　[0096]種々の観点または特徴は、多数のデバイス、コンポーネント、モジュール等を含
み得るシステムの用語で表されるだろう。種々のシステムは、付加的なデバイス、コンポ
ーネント、モジュール等を含み得、および／または、図面に関連して論じられる全てのデ
バイス、コンポーネント、モジュール等を含み得ることが理解および評価されるべきであ
る。これらのアプローチの組合せもまた用いられ得る。
【００８９】
　[0097]ここで開示された観点に関連して記載された種々の例示的な論理、論理ブロック
、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲイト・アレイ（Ｆ
ＰＧＡ）またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲートまたはト
ランジスタ論理、ディスクリート・ハードウェア・コンポーネント、またはここに記載さ
れた機能を実行するために設計されたそれらの任意の組合せを用いて実施または実行され
得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであっても良いが、代替として、プロセッ
サは、従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシー
ンのいずれかであっても良い。プロセッサはまた、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサ
の組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連結する１つまた複数のマイクロプ
ロセッサ、または任意のその他のこういった構成のコンピューティングデバイスとして実
装され得る。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、上述された１つまた複数のステッ
プおよび／または動作を実行するように構成された１つまた複数のモジュールを備え得る
。
【００９０】
　[0098]さらに、ここで開示された観点に関連して記載された方法、またはアルゴリズム
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るソフトウェアモジュールか、またはその２つの組合せに統合され得る。ソフトウェアモ
ジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥ
ＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ま
たは当業者に既知の記憶媒体の任意のその他の形式に属し得る。記憶媒体の例は、プロセ
ッサに結合され得、その結果、プロセッサは、記憶媒体から情報を読み取り、および記憶
媒体へ情報を書き込むことができる。代替として、記憶媒体は、プロセッサに統合され得
る。さらに、いくつかの観点において、プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣに属し得
る。さらに、ＡＳＩＣはユーザ端末に属し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体
は、ユーザ端末内のディスクリートコンポーネントとして存在し得る。さらに、いくつか
の観点において、方法またはアルゴリズムのステップおよび／または動作は、機械可読媒
体および／またはコンピュータ可読媒体上のコードおよび／または命令のうちの１つ、ま
たは任意の組み合わせ、またはセットとして存在し得、それは、コンピュータプログラム
製品に組み込まれ得る。
【００９１】
　[0099]１つまた複数の観点において、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファ－ムウェア、またはそれらの任意の組合せに実装され得る。ソフトウェアに実装さ
れる場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の１つまた複数の命令またはコードとして記
憶または送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へ、コンピュー
タプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含むコンピュータ記憶媒体と通信媒体の両
方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の入手可能な媒体であ
り得る。例として、および限定ではなく、こういったコンピュータ可読媒体は、命令また
はデータ構造の形式の望ましいプログラムコードを搬送または記憶するように用いられる
ことが可能であり、およびコンピュータによってアクセス可能なＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置また
はその他の磁気記憶デバイス、または任意のその他の媒体を備えることができる。同様に
、任意の接続は、コンピュータ可読媒体と呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケー
ブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ディジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤
外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を用いるウェブサイト、サーバ、またはそ
の他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイ
ストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術は、媒体の定
義に含まれる。ディスク（ｄｉｓｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ）は、ここで用いられる
ように、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザ―ディスク（登録商標）、光ディスク、デ
ィジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、ディスク（ｄｉｓｋ）が通常データを磁気的に再生
する場合のフロッピー（登録商標）ディスクおよびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク
を含み、一方で、ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザを用いてデータを光学的に再生する。
上記の組合せはまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００９２】
　[00100]上記の開示は、例示的な観点および／または観点を論じているが、種々の変更
および修正は、添付の請求項によって定義されように、記載される観点および／または観
点の範囲から逸脱することなくここで行われ得ることに留意すべきである。さらに、記載
される観点および／または観点の要素は、単数形で記載または請求され得るが、単数形へ
の限定が明白に述べられていない限り、複数形が考えられる。さらに、任意の観点および
／または観点の全てまたは一部は、特に明記されない限り、任意のその他の観点および／
または観点の全てまたは一部とともに利用され得る。



(31) JP 2015-511454 A 2015.4.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(32) JP 2015-511454 A 2015.4.16

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(33) JP 2015-511454 A 2015.4.16

【図９】



(34) JP 2015-511454 A 2015.4.16

10

20

30

40

【国際調査報告】



(35) JP 2015-511454 A 2015.4.16

10

20

30

40



(36) JP 2015-511454 A 2015.4.16

10

20

30

40



(37) JP 2015-511454 A 2015.4.16

10

20

30

40



(38) JP 2015-511454 A 2015.4.16

10

20

30

40



(39) JP 2015-511454 A 2015.4.16

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０６Ｋ    7/10     １０４　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100158805
            弁理士　井関　守三
(74)代理人  100179062
            弁理士　井上　正
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(72)発明者  ヒラーン、ジョン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５
(72)発明者  ハベリネン、アンッシ・カレバ
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５
Ｆターム(参考) 5B072 CC08  CC39  DD10 
　　　　 　　  5K067 AA43  BB34  EE02  EE25  EE35  GG01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

